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維
新
の
変
革
と
幕
臣
の
系
譜

日
改
革
派
勢
力
を
中
心
に

ー
!
国
家
形
成
と
忠
誠
の
転
移
相
克
ー
ー
ー

菊

〈

目

次

〉

は
じ
め
に
口
問
題
の
発
端
と
所
在

第
一
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
力
の
形
成

l
i幕
藩
体
制
秩
序
と
忠
誠
、
そ
の
背
反
の
蔚

第
一
節
嘉
永
末
・
安
政
年
間
に
お
け
る
幕
政
改
革
(
二
九
巻
三
・
四
号
)

第
二
節
改
革
派
勢
力
に
お
け
る
体
制
秩
序
と
忠
誠
〈
一
ニ
O
巻
四
号
・
一
一
一
一
巻
一
号
)

第
二
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
力
の
拡
大
と
そ
の
分
裂

l
l国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出
と
忠
誠
の
転
移
相
克

万
延
か
ら
慶
応
へ
、
そ
し
て
「
戊
辰
の
瓦
解
」
(
一
一
二
巻
二
号
)

改
革
派
勢
力
に
お
け
る
国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出
(
三
三
巻
一
号
)

第
一
節

第
二
節

地

(六)久
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説論

明
治
国
家
の
形
成
と
幕
府
改
革
派
の
後
身
グ
ル
ー
プ

|
|
|
封
建
的
忠
誠
の
解
体
と
帰
て
そ
の
諸
相

第
一
節
没
落
と
社
会
へ
の
進
出
(
以
上
本
号
〉

第
二
節
改
革
派
後
身
の
様
々
な
歩
み

お
わ
り
に

第
三
章第

三
章

明
治
国
家
の
形
成
と
幕
府
改
革
派
の
後
身
グ
ル
ー
プ

ー

l
封
建
的
忠
誠
の
解
体
と
帰
一
、
そ
の
諸
相

第
一
節

没
落
と
社
会
へ
の
進
出

「
戊
辰
の
瓦
解
」
を
経
た
旧
幕
臣
は
、
在
来
秩
序
の
破
壊
が
進
む
中
、
敗
者
の
身
を
以
て
こ
れ
に
探
み
し
だ
か
れ
、
そ
の
多
く
が
没
落
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
反
面
に
お
い
て
、
か
な
り
活
発
な
社
会
進
出
を
見
せ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
o

そ
も
/
¥
「
瓦
解
」
が

討
幕
寧
の
攻
勢
に
対
す
る
恭
順
降
伏
の
形
を
と
っ
た
こ
と
を
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
o

新
た
な
権
力
支
配
の
下
、
か
t
A

る
自
発
的
解
体

の
経
緯
は
、
従
前
の
改
革
政
治
に
負
う
開
明
的
人
材
の
蓄
積
と
相
侯
っ
て
相
当
程
度
の
官
界
参
入
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
又
、
開
明
的
人
材

の
蓄
積
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
在
野
民
間
に
蛇
立
す
る
流
れ
に
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
官
民
の
両
極
分
化
の
中

に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
い
づ
れ
を
問
わ
ず
、
活
発
な
社
会
進
出
の
動
き
が
結
果
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
封
建
的
忠
誠
の
解
体
と
帰
一
、
そ
の
諸
相
」
を
副
題
と
す
る
本
章
は
、
旧
幕
臣
の
こ
う
し
た
動
向
、
特
に
改
革
派
後
身
グ
ル
ー
プ
の
社

北法32(3・2)626 



会
進
出
を
あ
ら
か
じ
め
押
さ
え
て
、
そ
の
内
面
を
前
章
の
分
析
の
延
長
線
上
に
探
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

あ
れ
ば
、
議
論
は
、
立
場
の
逆
転
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
、
新
た
な
権
力
に
如
何
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
、
に
向
う
。
昔
時
の
対
抗
勢
力

と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
迄
に
変
り
な
い
o

さ
て
、
ま
ず
は
、
旧
幕
臣
の
「
瓦
解
」
時
の
歩
み
か
ら

1
1
0

「
瓦
解
」
を
経
て
の
こ
と
で

(6) 

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
勝
の
後
、
旧
幕
府
の
恭
順
を
受
け
入
れ
た
維
新
政
府
は
、
江
戸
開
放
・
彰
義
隊
掃
討
・
主
戦
派
脱
走
兵
と
の
抗
戦
と
依

然
緊
迫
し
た
状
態
が
続
く
中
、
前
将
軍
慶
喜
と
そ
の
共
謀
者
の
死
一
等
を
減
ず
る
「
寛
典
」
処
分
を
な
し
、
次
い
で
回
安
亀
之
助
(
徳
川
家

達
)
(
ト
必
ハ
一
一
ア
ト
軌
咽
酌
)
の
家
督
相
続
と
駿
河
(
静
岡
〉
七

O
万
石
へ
の
減
知
移
封
と
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
減
知
移
封
に
伴
う
人
員
の

余
剰
に
対
し
て
は
、
慰
撫
的
な
配
慮
か
ら
希
望
者
の
朝
臣
化
を
以
て
答
え
、
さ
ら
に
又
徳
川
家
縁
戚
筋
へ
の
召
抱
を
以
て
応
入
札
。

旧
幕
府
の
家
臣
団
は
、
「
総
員
三
万
三
千
四
百
有
余
家
」
(
明
治
元
年
調
査
)
、
家
族
子
弟
を
含
め
て
「
一
一
一
十
万
一
一
余
り
」
「
大
凡
四
十
万
」

を
数

ι同
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
崩
壊
は
、
既
に
鳥
羽
・
伏
見
の
敗
走
と
共
に
始
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
。
旧
幕
府
は
、
敗
走
後
程
な
く

し
て
関
西
知
行
の
旗
本
に
采
地
へ
の
帰
国
を
許
可
し
、
次
い
で
全
員
に
対
し
て
暇
乞
や
采
地
へ
の
土
着
を
認
め
る
布
達
を
出
し
た
o

そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
応
じ
た
者
達
の
中
で
本
領
安
堵
を
願
う
一
部
が
、
維
新
政
府
の
慰
撫
策
を
待
た
ず
、
お
そ
ら
く
江
戸
開
城
の
前
後
か

ら
、
朝
臣
と
な
る
べ
く
京
都
に
向
か
っ
て
い
た
。
当
時
在
京
の
松
平
春
援
は
、
そ
の
様
子
を
「
陸
続
、
徳
川
家
の
家
臣
、
朝
臣
と
な
り
候
を

願
ひ
候
者
之
有
り
、
皆
上
京
せ
り
o

実
に
千
を
以
て
数
う
ベ
し
」
と
伝
え
て
い
る
ザ
崩
壊
の
兆
候
は
、
無
論
、
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。
官
軍
の
東
下
を
前
に
し
て
恭
順
か
抗
戦
か
を
め
ぐ
る
内
部
的
な
対
玄
が
深
ま
り
、
抗
戦
を
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
が
相
次
い
で
脱
走
し
て

北法32(3・3)627 
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い
っ
た
。
そ
の
総
数
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
改
革
に
よ
る
新
編
成
の
陸
海
軍
部
隊
が
こ
う
し
た
脱
走
行
の
中
心
に
あ
り
、
雇
兵

(
5
V
 

の
数
ま
で
加
え
る
な
ら
お
そ
ら
く
六

O
O
O名
を
切
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
恭
順
論
を
担
っ
た
勝
海
舟
は
、
上
野
に
結
集



説

し
た
彰
義
隊
等
の
員
数
を
「
殆
ど
四
千
人
に
及
ぶ
」
と
記
し
て
い
九
日
。
諸
藩
佐
幕
派
の
合
流
に
よ
る
膨
張
分
を
割
り
引
い
て
も
、
脱
走
者
数

を
こ
れ
と
積
み
重
ね
れ
ば
、
当
時
如
何
に
抗
戦
気
分
が
根
強
く
、
そ
れ
が
全
体
の
分
裂
に
つ
な
が
っ
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
o

論

維
新
政
府
に
よ
る
一
連
の
処
分
と
そ
の
付
随
措
置
は
、
既
に
進
行
し
つ
λ
あ
っ
た
徳
川
家
臣
団
の
分
裂
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
減
知

移
封
に
よ
る
人
員
の
過
多
に
苦
し
ん
だ
徳
川
家
の
首
脳
部
は
、
朝
臣
化
を
認
め
る
新
政
府
の
対
応
1

1
そ
れ
自
体
、
彼
ら
首
脳
部
の
働
き
か

け
を
介
し
て
い
た
が
ー
ー
ー
を
受
け
て
、
再
三
再
四
そ
の
希
望
者
を
募
り
、
新
藩
へ
の
移
住
を
望
む
者
に
対
し
て
は
無
禄
の
覚
悟
を
説
き
、
さ

ら
に
又
暇
乞
|
帰
農
商
の
願
出
を
求
丸
一
向
。
継
続
し
て
「
徳
川
氏
勤
仕
の
者
」
は
「
五
千
笹
程
度
と
目
算
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
為
に
「
朝

臣
願
い
、
御
暇
、
並
び
に
無
禄
に
て
御
供
願
い
候
三
紅
白
の
択
一
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
o
維
新
時
の
徳
川
家
臣
団
解
体
を
論
じ
た
原
口
清
『
明

治
前
期
地
方
政
治
史
研
究
』
上
巻
は
、
こ
う
し
た
処
分
過
程
で
の
分
裂
に
つ
き
、
明
治
二
(
一
八
六
九
)
年
の
「
旗
本
人
員
調
主
」
を
参
考

に
他
の
資
料
を
劃
酌
し
て
そ
の
数
を
割
り
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
三
条
」
択
一
の
結
果
を
概
略
す
れ
ば
、
「
朝
臣
願
い
」

し
て
認
可
さ
れ
た
者
は
約
五

O
O
O名、

を
提
出

「
御
暇
」
を
願
い
出
た
者
は
資
料
上
の
食
い
違
い
が
あ
っ
て
捕
捉
し
難
い
が
、
そ
の
数
は
三
六

O

O
J四
六

O
O名
、
但
し
、
こ
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
は
、
後
に
復
籍
し
た
者
も
相
当
数
あ
っ
た
ら
し
い
。
又
、
徳
川
家
の
臣
籍
に
と
ど
ま
っ

て
駿
河
に
移
住
し
た
者
は
一
二

O
O
O名
前
後
、
内
、
役
料
の
給
付
を
受
け
た
勤
仕
者
は
約
五

O
O
O名
、
他
は
僅
か
な
扶
持
料
を
あ
て
が

わ
れ
る
か
、
も
し
く
は
無
禄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
以
上
の
一
数
は
、
戸
主
数
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
家
臣
団
の
総
数
が
「
三

万
三
千
四
百
有
余
家
」
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
「
戊
辰
の
瓦
解
」
に
よ
っ
て
ほ

x
一
一
一
分
の
こ
が
徳
川
家
を
離
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

新
政
府
の
徳
川
家
処
分
は
、
そ
の
家
臣
団
の
成
員
個
々
に
お
い
て
既
得
権
の
剥
奪
も
し
く
は
削
小
を
意
味
す
る
o

暇
乞
い
を
し
て
帰
農
・

帰
商
し
た
者
や
駿
河
に
移
り
住
ん
だ
過
半
の
者
に
つ
い
て
は
、
殊
更
の
説
明
を
要
し
ま
い
o

朝
臣
と
な
っ
た
者
も
、
上
京
し
て
こ
れ
を
願
っ

た
者
は
例
外
的
に
本
領
安
堵
を
許
さ
れ
た
が
、
他
は
元
の
禄
高
に
応
じ
て
五
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
程
度
の
削
減
を
受
け
て
い
た
。
コ
一
分
の

二
近
く
の
離
散
と
い
う
家
臣
回
全
体
の
解
体
状
況
に
、
こ
の
よ
う
な
個
々
の
成
員
の
既
得
権
喪
失
を
重
ね
合
せ
て
考
え
れ
ば
、
旧
幕
臣
は
、

北法32(3・4)628 



廃
落
置
県
・
秩
禄
処
分
と
続
く
一
連
の
政
府
改
革
を
待
た
ず
、
そ
の
旧
秩
序
破
壊
が
宵
す
の
と
ほ
ど
同
様
の
衝
撃
波
を
既
に
被
っ
て
い
た
と

も
言
え
よ
う
。
だ
が
、
厳
し
さ
は
そ
れ
だ
け
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
全
体
の
分
裂
や
個
々
の
損
失
が
、
積
年
の
政
治
対
立
と
一
旦
の
武
力

か
a

ふ
る
抗
争
の
経
緯
に
由
来
す
る
種
々
の
排
斥
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ

衝
突
を
介
し
て
結
果
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
為
に
、

旧
幕
臣
は
、

た。
「
成
敗
の
在
る
処
功
罪
の
判
る
L

所
と
な
り
て
」
(
榎
本
武
揚
)
、
維
新
の
敗
北
者
が
庭
し
め
ら
れ
る
状
況
が
広
が
っ
て
い
た
。
抗
争
の
余

い
ま
だ
徳
川
家
に
逆
意
が
あ
る
よ
う
に
邪
推
し
て
い
る
よ
う
な
」
(
大
久
保
一
切
現

憧
を
ひ
く
初
期
に
は
、
「
何
か
に
つ
け
て
新
政
府
は
、

実
が
あ
り
、

(6) 

そ
こ
か
ら
種
々
の
束
縛
が
賀
さ
れ
た
。

(
初
)

禰
漫
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

新
政
権
の
安
定
度
に
比
例
し
て
、

と
言
い
換
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
江
戸
は
東
京
と
改
ま
り
、
そ
の

(
幻
)

「
苦
き
味
」
を
祇

A
v
h
-

守

為

、

中
h

い
品

μ

敗
者
と
し
て
の
庇
斥
は
、

む
し
ろ
こ
う
し
た
混
乱
期
を
く
ぐ
り
抜
け
る
中
で

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

政
治
や
文
化
の
中
心
地
で
あ
り
つ
H

ふ
け
る
か
の
地
に
お
い
て
、

か
つ
て
の
支
配
者
達
が

主
人
を
変
え
て
い
た
。

そ
し
て
、

特
に
著
し
か
っ
た
。
静
岡
か
ら
召
命
を
受
け
て
官
途
に
就
い
た
関
口
隆
士
久
子
蛤
一
拡
1
t
r
似
一
式
)
は
、
酒
席
に
・
お
い
て
藩
闘
の
権

臣
か
ら
「
旧
幕
臣
の
多
く
は
是
柔
儒
之
士
」
と
面
罵
さ
れ
、
と
っ
く
み
合
い
の
喧
嘩
を
い
.
と
ん
だ
と
い
う
。
事
は
、
政
府
に
出
仕
し
て
直
接

め
る
こ
と
、

勝
者
の
風
下
に
立
っ
た
者
に
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

笈
を
負
っ
て
東
都
に
上
る
二
世
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
「
徳
川
武
士
の
子
」
山
路
愛
山

「
敗
軍
の
将
の
子
は
先
天
的
に
無
能
者
な
る
が
か

は
、
そ
の
回
顧
に
上
京
し
て
か
ら
の
欝
積
を
競
り
、
以
下
の
如
く
こ
れ
を
括
っ
て
い
る
。

く
思
う
世
間
に
於
て
空
拳
を
奮
っ
て
起
ち
し
我
傍
は
、
如
何
ば
か
り
の
苦
痛
を
要
せ
し
ぞ
。
彼
等
に
伴
ひ
彼
等
を
励
ま
す
者
は
一
片
の
志
の

与。れ
ふo tこ
るo る
の。者
J心。な
のoれ
みo ば
o 0 

日
く
彼
等
は
口
問
性
な
き
徒
な
り
、
何
と
な
れ
ば
其
父
兄
は
戦
に
敗

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

日
く
彼
ら
は
詐
偽
ず
る
者
な
り
、
何
と
な
れ
ば
其
父
兄
は
謀
叛
人
な
れ
ば
。
同
情
と
は
勝
ち
た
る
者
が
勝
ち
た
る
者
に

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
(
幻
〉

敗
れ
た
る
者
は
誹
詰
せ
ら
る
与
の
み
。
冷
笑
せ
ら
る
与
の
み
。
」
(
傍
点
は
愛
山
)
0

み
。
市
し
て
世
は
無
法
な
る
論
理
を
以
て
彼
等
を
遇
せ
ん
と
す
る
な
り
。

福
沢
諭
吉
は
『
時
事
新
報
』

の
紙
上
に
お
い
て
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
の

「
戦
争
の
理
非
勝
敗
を
忘

明
治
二

O
(
一
八
八
七
)
年
、

北法32(3・5)629 



説

れ
」
た
「
民
心
調
和
」
の
現
状
に
触
れ
、
翻
え
っ
て
日
本
の
有
り
様
に
疑
問
を
呈
し
、
「
我
王
政
維
新
も
殆
ん
ど
合
衆
国
の
内
乱
と
時
代
を

同
ふ
し
て
既
に
二
十
年
を
過
ぎ
た
る
も
の
な
る
が
、
日
本
国
人
は
果
し
て
能
く
当
年
の
事
を
忘
れ
て
、
其
事
の
理
非
、
そ
の
戦
争
の
勝
敗
を

度
外
に
置
」
く
に
到
っ
た
か
と
問
い
掛
け
た
。
目
幕
臣
の
聞
に
名
誉
回
復
の
動
き
が
広
が
り
、
官
界
に
昇
っ
た
者
を
中
心
に
「
同
仁
一
視
の

昭
代
」
が
誼
い
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
福
沢
が
斯
く
論
じ
た
時
期
よ
り
以
降
で
あ
る
。
維
新
の
抗
争
に
由
来
す
る
札
機
は
、
そ
の
度
合
の
変
化

こ
そ
あ
れ
明
治
の
前
半
期
に
ず
っ
と
尾
を
引
い
て
い
た
。

'EJ.斗
日間

「
戊
辰
の
瓦
解
」
に
よ
り
全
体
の
分
裂
と
個
々
の
既
得
権
削
小
を
経
験
し
た
旧
幕
臣
は
、
廃
藩
置
県
(
明
治
四
年
)
後
、
こ
れ
に
続
く
一

連
の
秩
禄
処
分
、
禄
税
の
設
定
と
家
禄
奉
還
制
の
導
入
(
同
六
年
)
・
金
禄
制
へ
の
移
行
(
同
八
年
)
・
金
禄
公
債
発
行
を
以
て
す
る
禄
制

廃
止
(
同
九
年
)
に
探
み
し
だ
か
れ
て
い
っ
た
。
既
に
貧
し
く
、
し
か
も
敗
者
の
「
悲
境
」
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
結
果
が

よ
り
一
層
の
没
落
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
し
て
、
従
来
、
「
御
思
に
あ
ま
え
候
て
放
埼
に
成
一
伊
類
の
者
が
少
な
く
な

(
福
地
源
一
郎
)
ぬ
様
子
が
見
受
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
尚

く
、
幕
府
崩
壊
に
際
し
て
、
過
半
に
「
一
身
前
途
の
方
向
も
定
ま
ら
」

更
で
あ
る
。

明
治
七
年
に
初
篇
を
刻
し
て
以
来
篇
を
重
ね
た
服
部
撫
松
『
東
京
新
繁
昌
記
』
は
、
諸
事
一
新
の
東
都
の
風
物
を
面
白
可
笑
し
く
描
き
出

し
て
当
時
に
好
評
を
博
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
囲
わ
れ
者
の
世
態
を
告
げ
る
に
当
っ
て
そ
の
境
遇
の
由
来
を
「
戊
辰
の
兵
乱
に
当
っ
て
朝
野

紛
擾
、
父
は
上
野
に
献
花
れ
、
兄
は
東
郵
に
死
す
」
に
求
め
、
或
は
又
、
「
待
合
茶
屋
」
の
妓
が
落
目
の
客
を
榔
検
す
る
場
面
で
「
今
に
し
て

旧
富
を
説
く
者
は
愚
夫
の
巨
魁
な
り
。
若
ん
じ
鎌
倉
の
旧
幕
臣
を
視
ょ
。
北
条
公
は
商
買
と
な
り
、
梶
原
公
は
車
を
挽
く
。
若
ん
じ
が
流
落

何
ぞ
異
む
に
足
ら
ん
」
と
の
科
白
を
語
ら
せ
て
い
る
。
俗
流
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
設
定
や
科
白
は
、
如
何
に
旧
幕
臣
の
没
落
が
衆
自
の
映

ず
る
所
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
聞
え
た
御
家
人
の
御
隠
居
の
お
孫
さ
ん
は
お
で
ん
屋
に
ま
で
身
を
落
さ
れ
た
、
彰
義
隊
の
生

き
残
り
が
吉
原
の
脅
間
と
な
っ
た
等
の
話
が
、
今
に
残
っ
て
い
る
。
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無
論
、
人
並
み
の
生
活
に
漕
ぎ
つ
け
た
者
も
あ
っ
た
ろ
う
。
静
岡
で
は
、
士
族
授
産
の
一
環
と
し
て
牧
之
原
・
三
方
原
・
万
野
の
開
墾
や

竹
細
工
製
造
・
製
糸
・
機
織
の
諸
事
業
が
試
み
ら
れ
て
い
た
的
ν

他
の
例
に
漏
れ
ず
そ
の
多
く
が
尻
す
ぼ
み
の
失
敗
に
終
る
中
、
茶
の
栽
培

に
取
り
組
ん
だ
牧
之
原
や
三
方
原
の
開
墾
は
そ
れ
な
り
の
成
功
を
収
め
て
い
た
の
で
あ
秘
o

が
、
成
功
例
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
牧
之
原
茶
園

の
場
合
で
も
、
二

O
Oを
越
え
る
頭
数
で
出
発
し
な
が
ら
最
後
ま
で
残
っ
た
の
は
僅
か
一
七
戸
で
あ
問
、
脱
落
者
が
如
何
に
多
か
っ
た
か
を

見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
移
封
に
よ
っ
て
静
岡
に
移
っ
た
旧
幕
臣
は
約
一
二

O
O
O名、

(6) 

だ
が
明
治
一
六
(
一
八
八
一
三
年
に
到
つ
て
は

五
五
五

O
名
と
ほ
ぼ
半
減
し
、
そ
の
様
子
は
「
県
庁
ノ
吏
員
ヨ
リ
学
校
教
員
・
戸
長
役
場
筆
生
・
雇
・
小
使
等
一
一
至
ル
凡
ソ
総
戸
主
五
分
ノ

四
ハ
薄
給
以
テ
生
活
ヲ
為
シ
、
五
分
一
ハ
農
商
工
ノ
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
ア
リ
、
又
ハ
居
ナ
ガ
ラ
公
債
ノ
利
子
ヲ
以
テ
僅
カ
ニ
飢
渇
ヲ
凌
グ
モ
ノ

ア
リ
」
(
「
関
口
元
老
院
議
官
地
方
巡
察
復
命
書
乙
で
あ
っ
た
と
い
う
。

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

勝
海
舟
は
、
維
新
後
、
徳
川
家
の
家
政
管
理
と
旧
幕
臣
の
掌
握
に
務
め
た
が
、
そ
の
日
記
に
は
、
「
荒
井
(
郁
之
助
)
の
家
内
、
難
渋
申
し

聞
け
候
に
つ
き
、
五
十
両
助
力
す
」
「
榎
本
(
武
揚
)
母
へ
十
両
」
(
明
治
二
年
一
一
郎
山
等
脱
走
抗
戦
者
家
族
へ
の
援
助
か
ら
始
ま
っ
て
、

旧
幕
臣
救
倒
の
記
載
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「
阿
部
隆
之
進
、
二
両
遣
わ
す
。
元
静
岡
勘
定
方
、
当
事
人
力
車
挽
き
、
難
渋
の
旨
申
し

聞
く
」
(
同
八
年
二
月
)
「
戸
川
晩
呑
、
霊
山
に
つ
き
金
子
借
用
い
た
し
度
く
申
し
聞
く
。
五
十
両
借
遺
わ
す
」
(
同
九
年
ニ
丸
山
、
そ
し
て

又
、
往
時
を
振
り
返
れ
ば
誰
し
も
哀
感
を
禁
じ
得
な
い
よ
う
な
一
節
「
松
村
忠
四
郎
姉
、
故
川
路
左
衛
門
(
聖
諜
)
妻
病
死
に
つ
き
、
掛
物

買
揚
げ
遣
わ
し
十
円
渡
す
」
(
同
一
七
年
二
一
月
)
等
々
。
こ
う
し
た
記
事
か
ら
も
、
旧
幕
臣
全
体
の
没
落
傾
向
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と

が
出
来
よ
う
o

勝
は
、
落
塊
し
た
者
達
の
無
心
に
可
能
な
限
り
応
じ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
が
報
い
の
少
な
い
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
十
時

局
雄
、
十
数
年
前
、
六
、
七
十
円
借
遺
わ
し
候
金
子
五
十
円
持
参
。
此
人
、
千
人
中
の
一
人
、
能
く
恩
を
忘
失
せ
ざ
る
と
い
う
べ
し
」

一
九
年
二
郎
い
と
の
記
載
に
窺
え
る
通
り
で
あ
る
o
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(同

新
政
府
が
旧
秩
序
の
破
壊
に
赴
い
た
時
、
没
落
は
、
無
論
、

旧
幕
臣
に
限
ら
な
い
。
昔
時
佐
幕
派
の
諸
藩
士
は
言
わ
ず
も
が
な
、
そ
れ
は



説

維
新
の
主
導
勢
力
に
ま
で
及
ぶ
士
族
一
般
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
旧
佐
幕
派
諸
藩
士
過
半
の
越
し
方
は
、
旧
幕
臣
多
く
の
歩
み
の
類
推
で
事
足

り
る
。
戊
辰
時
の
敗
北
に
よ
る
家
臣
団
の
分
裂
と
個
々
の
困
窮
、
加
え
る
に
「
戦
敗
者
」
「
賊
徒
」
と
し
て
の
庇
斥
、
従
っ
て
、
続
く
制
度

改
革
の
中
で
の
ほ
と
ん
ど
不
可
避
的
な
零
落
。
そ
の
顛
難
辛
苦
は
、
特
に
会
津
藩
士
に
極
立
っ
て
い
る
。
落
城
降
伏
の
悲
劇
や
移
住
先
斗
南

で
の
困
難
を
伝
え
る
記
事
は
少
な
く
九
↑
、
旧
藩
士
四

O
O
Oの
以
後
の
歩
み
も
多
く
は
「
日
々
の
生
活
の
業
に
疲
れ
」
(
柴
五
郎
ゾ
で
あ

っ
た
と
言
う
。
だ
が
、
彼
ら
に
一
層
の
没
落
を
強
い
た
政
府
の
制
度
改
革
は
、
維
新
の
勝
利
者
達
を
そ
の
波
紋
の
例
外
と
し
た
訳
マ
は
な
い
。

明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
と
共
に
既
に
政
府
の
指
示
に
よ
る
各
藩
毎
の
禄
制
改
革
が
始
ま
っ
て
お
り
、
長
州
・
薩
摩
・
土
佐
・
肥
前
の
西
南
雄

藩
も
個
々
の
実
情
に
応
じ
た
禄
高
の
削
減
を
行
な
っ
て
い
品
。
廃
藩
置
県
後
、
一
連
の
秩
禄
処
分
が
及
ん
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
佐

賀
の
乱
(
明
治
七
年
)
や
萩
の
乱
(
同
九
年
)
、
或
は
西
南
戦
争
(
同
一

O
年
)
は
、
詰
る
所
、
こ
う
し
た
制
度
改
革
に
よ
っ
て
既
得
権
を

(
H
H
)
 

縮
め
ら
れ
た
西
南
雄
藩
士
族
の
抵
抗
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
没
落
は
、
抵
抗
の
鎮
圧
と
共
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。

'=:~為
面冊

と
こ
ろ
で
、
討
幕
士
族
の
反
乱
や
没
落
を
押
さ
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
明
治
社
会
の
淘
汰
の
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
新
政

府
の
枢
機
に
立
っ
て
旧
秩
序
の
破
壊
を
推
し
進
め
る
者
と
そ
の
破
壊
に
翻
弄
さ
れ
る
者
と
の
分
化
と
い
う
形
で
。
そ
し
て
、
翻
え
っ
て
、
維

新
の
敗
者
に
目
を
遺
る
な
ら
、
彼
ら
も
又
、
か
ム
る
淘
汰
の
相
と
決
っ
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
過
半
の
没
落
を
促
し
た
旧
秩
序
の
破
壊

は
、
反
面
、
伝
統
的
な
諸
規
制
を
取
り
払
っ
て
社
会
的
な
開
放
を
費
し
、
機
会
の
均
等
と
能
力
に
よ
る
立
身
の
可
能
性
を
飛
躍
的
に
高
め
て

い
た
。
か
t
A

る
中
、
「
戦
敗
者
」
「
賊
徒
」
も
、
そ
の
一
部
が
少
数
派
な
が
ら
時
代
に
適
う
能
力
を
以
て
社
会
的
な
進
出
を
遂
げ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
旧
幕
臣
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
一
部
の
社
会
進
出
は
、
他
の
佐
幕
藩
出
身
者
一
部
の
そ
れ
を
規
模
に
お
い
て
謹
か
に
凌
駕
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
戊
辰
時
、
幕
府
が
自
ら
を
解
体
す
る
こ
と
を
以
て
応
じ
た
政
治
的
経
緯
と
、
従
前
に
改
革
を
重
ね
た
こ
と
の
遺
産
と
し

て
の
開
明
的
な
人
材
の
相
対
的
優
位
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
。
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旧
幕
臣
は
、
維
新
を
経
た
世
に
「
戦
敗
者
」
「
賊
徒
」
と
し
て
出
発
し
、
種
々
の
政
治
的
・
社
会
的
制
約
を
強
い
ら
れ
た
。
だ
が
、

に
近
接
の
こ
う
し
た
境
遇
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
あ
く
ま
で
も
大
枠
に
と
ど
ま
る
。
「
戦
敗
者
」
「
賊
徒
」
を
以
て
し
て
は
割
り
切
り
得
な
い
扱

い
を
、
新
権
力
の
側
か
ら
受
け
る
場
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
討
幕
軍
の
攻
勢
に
恭
順
を
以
て
応
じ
た
戊
辰
時
の
経
緯
が
、
少

な
か
ら
ず
影
を
落
と
し
て
い
た
。

廃
藩
置
県
直
後
の
府
県
官
吏
出
身
籍
別
構
成
を
、
明
治
五
(
一
八
七
二
〉
年
に
板
刻
さ
れ
た
『
官
員
全
書
』
を
参
考
に
、
他
の
資
料
や
研

究
を
適
宜
利
用
し
な
が
ら
辿
れ
ば
、
そ
こ
に
新
政
権
下
の
郷
党
別
的
な
力
関
係
が
表
わ
れ
て
い
て
興
味
深
川
V

薩
摩
・
長
州
・
土
佐
・
肥
前

(6) 

の
討
幕
雄
藩
出
身
者
、
が
、
上
層
の
地
方
官
に
進
出
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
o

と
は
言
え
、
そ
の
割
合
は
中
央
官
庁
に
お
け
る
程

で
は
な
く
、
他
の
地
方
出
身
者
も
そ
れ
な
り
の
数
を
占
め
、
全
体
と
し
て
は
「
乱
数
表
」
的
な
傾
向
が
強
い
。
従
っ
て
、
興
味
探
い
の
は
こ

う
し
た
点
で
は
な
い
o

廃
藩
の
直
後
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
問
題
は
、
む
し
ろ
上
級
地
方
官
の
任
命
を
以
て
す
る
新
政
府
の
地
方
掌
握
が
ど
の

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

程
度
に
旧
藩
の
人
脈
を
押
さ
え
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
地
元
在
籍
者
の
府
県
官
吏
に
占
め
る
割
合
の
如
何
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
眺
め
れ
ば
、
鹿
児
島
(
都
城
県
を
併
せ
て
、
薩
摩
)
・
高
知
(
土
佐
)
に
お
い
て
、
地
元
在
籍

者
の
比
重
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
又
、
佐
賀
(
当
初
伊
万
里
県
、
肥
前
)
・
広
島
(
芸
州
)
の
場
合
、
比
率
は
や
L
落
ち
る
が
ほ
ど
岡
県
人
支

-
山
口
(
長
州
)

配
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
o

旧
藩
が
維
新
の
勲
功
藩
に
他
な
ら
ぬ
こ
れ
ら
の
地
方
は
、
出
身
者
を
新
政
府
の
枢
機
に
送
り
込
み
な
が
ら
、
同

時
に
又
そ
の
政
府
に
対
し
て
政
治
的
な
既
得
権
を
確
保
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
o

地
元
在
籍
者
の
比
率
は
暫
時
低
減
す
る
が
、
鹿
児
島
の

場
合
な
ど
は
西
南
戦
争
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
の
地
方
も
士
族
反
乱
の
鎮
圧
と
並
行
し
て
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
引
「

や
は
り
旧
佐
幕
派
諸
藩
の
地
方
で
あ
る
。
若
松
県
(
後
、
福
島
県
に
吸
収
)
は
、
会
津
松
平
家

が
斗
南
に
移
っ
て
跡
地
に
は
旧
藩
士
僅
か
二
一

O
戸
と
い
う
事
情
か
ら
し
て
、
ほ
刊
、
A

他
県
出
身
者
を
以
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
又
、
会
津
松

対
照
的
な
構
成
比
を
示
し
て
い
る
の
は
、

没
落
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平
家
に
つ
い
て
付
け
加
え
る
な
ら
、
移
封
先
の
斗
南
は
結
局
府
県
単
位
を
成
さ
ず
、
青
森
県
の
一
地
方
に
と
ど
ま
九
四
。
か
L

る
事
例
を
極

と
し
て
、
旧
藩
が
官
軍
に
抗
敵
す
る
か
、
も
し
く
は
日
和
見
に
終
始
し
た
関
東
・
東
北
の
諸
県
は
、
概
し
て
地
元
在
籍
者
と
他
県
出
身
者
が

混
在
す
る
官
吏
構
成
で
出
発
し
て
い
問
。

吾b.
日間

以
上
の
対
照
関
係
を
押
さ
え
て
、
静
岡
(
当
初
は
浜
松
・
静
岡
二
県
に
分
れ
、
後
に
合
併
し
て
静
岡
)
を
見
れ
ば
、
そ
の
府
県
官
吏
構
成

は
、
「
戦
敗
者
」
と
し
て
異
例
と
言
え
る
。
同
地
は
上
下
を
通
じ
て
ほ
父
地
元
在
籍
者
旧
幕
臣
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
比
率
は
む
し
ろ
鹿
児

島
や
高
知
に
近
い
。
岡
県
人
の
支
配
と
見
て
差
支
え
な
い
地
域
は
、
討
幕
主
導
藩
の
地
を
除
け
ば
、
熊
本
・
福
岡
・
岡
山
・
和
歌
山
(
紀

州
)
・
石
川
(
加
賀
)
・
福
井
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
静
岡
を
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
地
方
に
共
通
す
る
点
は
、
旧
藩
が
い
づ
れ
も
大

藩
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
静
岡
以
外
は
、
い
づ
れ
も
か
つ
て
討
幕
軍
の
騨
尾
に
連
な
っ
て
お
り
、
同
じ
大
藩
の
地
で
も
佐

幕
派
寄
り
の
宮
城
(
仙
台
)
や
岩
手
(
南
部
)
の
場
合
に
は
、
初
発
か
ら
他
県
人
の
進
出
が
目
立
つ
。
静
岡
の
在
り
様
は
、
や
は
り
異
例
と

言
う
し
か
な
い
。

旧
幕
臣
が
静
間
に
あ
っ
て
し
ば
し
実
権
を
掌
握
し
続
け
た
こ
と
は
、
戊
辰
時
の
政
治
的
経
緯
を
抜
き
に
し
て
考
え
に
く
い
。
彼
ら
過
半
が

恭
順
降
伏
の
線
に
沿
っ
て
動
き
、
も
し
く
は
そ
の
域
内
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
、
新
政
府
と
の
関
係
で
お
そ
ら
く
二
重
の
事
後
効
果
を
持
っ

た
。
一
つ
は
潜
在
的
能
力
の
温
存
、
特
に
人
的
資
源
の
そ
れ
で
あ
る
。
移
封
後
に
開
設
さ
れ
た
静
岡
学
問
所
・
沼
津
兵
学
校
等
は
、
静
子
た

(
大
森
鐘
一
)
な
色

る
教
授
陣
を
揃
え
て
「
開
成
所
と
、
横
浜
の
語
学
校
と
、
夫
に
昌
平
曹
の
漢
学
の
学
校
と
、
此
三
つ
が
合
併
し
た
様
」

合
い
を
持
ち
、
そ
の
人
材
の
優
位
は
諸
藩
に
「
御
貸
人
」
と
称
し
て
の
出
向
者
を
送
り
出
す
程
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
潜
在
的
能
力
の
温
存

は
、
新
政
府
に
対
し
一
方
に
お
い
て
「
逆
意
が
あ
る
よ
う
に
邪
推
」
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
他
方
で
は
、
過
度
な
干
渉
の
抑
制
と
一

定
程
度
の
懐
柔
策
に
も
結
び
つ
く
o

二
つ
に
は
、
恭
順
降
伏
に
対
す
る
評
価
、
も
し
く
は
そ
れ
を
名
目
と
し
た
こ
の
よ
う
な
干
渉
抑
制
・
懐

柔
策
の
引
き
出
し
で
あ
る
。
静
岡
に
お
け
る
地
方
官
の
独
占
は
、
お
そ
ら
く
多
く
を
こ
こ
に
発
し
て
い
る
。
旧
幕
臣
一
部
の
新
政
府
出
仕
が
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ほ
ど
時
を
同
じ
く
し
て
浮
上
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
由
来
は
こ
れ
と
重
な
ろ
う
。
彼
ら
の
新
政
府
出
仕
は
、
恭
順
派
分
子
の
任
用
に
お
い
て

際
立
っ
て
い
た
。
藩
閥
雄
藩
に
比
肩
し
得
る
程
の
官
界
参
入
は
、
多
分
に
こ
う
し
た
任
用
に
始
ま
り
、
土
日
時
の
改
革
に
基
く
開
明
的
人
材
の

優
位
と
そ
の
過
半
の
温
存
に
よ
っ
て
結
果
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

旧
幕
臣
の
新
政
府
出
仕
を
見
れ
ば
、
そ
の
動
き
は
廃
藩
置
県
の
前
後
か
ら
目
立
っ
て
く
る
o

福
沢
諭
士
ロ
の
如
く
、
こ
れ
を
「
猫
も
杓
子
も

政
府
の
近
く
に
群
れ
集
ま
っ
(
切
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
な
程
で
あ
る
o

出
仕
者
は
従
来
の
略
歴
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
流
れ
に
分
け
る
こ
と
が

(6) 

出
来
る
が
、
比
較
的
高
位
の
任
用
を
受
け
た
の
は
、
戊
辰
の
抗
争
時
に
恭
順
派
を
形
作
っ
た
一
群
の
人
々
で
あ
る
o

彼
ら
は
そ
れ
以
前
の
略

歴
に
お
い
て
必
ず
し
も
均
質
で
は
な
い
。
徳
川
方
の
最
高
首
脳
と
し
て
恭
順
方
針
を
堅
持
し
た
勝
義
邦
(
安
芳
、
海
舟
)
・
大
久
保
忠
寛

(
一
翁
)
、
次
席
の
有
司
と
し
て
彼
ら
を
補
佐
し
た
藤
沢
次
謙
ら
は
、
既
に
概
略
せ
る
如
く
、
改
革
派
の
系
譜
に
連
る
。
だ
が
、
そ
の
下
で

恭
順
の
実
働
部
隊
的
役
割
を
果
し
た
層
に
は
、
同
一
系
譜
の
末
端
開
明
分
子
郷
純
造
(
ト
が
一
応
1
四
十
軌
宗
一
)
・
前
島
密
等
に
限
ら
ず
、
盛
時
「
五
、

六
百
慣
を
数
え
た
と
さ
れ
る
尊
撰
派
生
き
残
り
の
山
岡
高
歩
(
鉄
舟
)
(
子
総
一
千
駄
者
)
・
関
口
隆
吉
等
が
加
わ
っ
て
い
時
。
と
は
言
え
、

彼
ら
は
、
従
前
の
略
歴
の
如
何
に
拘
り
な
く
、
戊
辰
時
に
共
通
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
相
次
ぎ
政
府
の
召
命
に
接
し
て
い
た
o

勝
は
、
外
務
大

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

丞
・
兵
部
大
丞
へ
の
任
命
を
固
辞
し
た
後
、
明
治
五
年
に
海
軍
大
輔
の
職
を
拝
し
、
翌
年
に
は
参
議
兼
海
軍
卿
と
し
て
新
政
府
の
枢
機
に
ま

で
昇
る
。
大
久
保
は
、
こ
の
間
、
文
部
省
二
等
出
仕
を
経
て
東
京
府
知
事
、
藤
沢
は
両
名
に
較
べ
れ
ば
席
次
が
遺
か
に
劣
る
が
、
そ
れ
で
も

奏
任
官
と
し
て
左
院
中
議
生
、
程
な
く
大
議
生
の
地
位
に
就
い
て
い
た
。
前
島
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
戊
辰
時
の
対
応
と
関
係
な
く
、
「
奏
任

に
降
る
二
等
の
卑
官
」
か
ら
出
発
し
て
以
後
に
そ
の
頭
角
を
現
わ
し
て
い
っ
た
が
、
彼
が
任
官
の
折
に
は
郷
は
既
に
大
蔵
少
丞
、
山
岡
と
関

口
と
は
い
づ
れ
も
権
令
・
参
事
等
の
地
方
高
官
に
任
用
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
山
岡
は
伊
万
里
県
(
佐
賀
)
、
関
口
は
三
瀦
・
山
形
を
経

て
山
口
県
(
長
州
)
と
そ
れ
ぞ
れ
討
幕
雄
一
藩
の
地
に
配
さ
れ
、
し
か
も
関
口
の
前
任
は
旧
幕
臣
の
中
野
梧
一
(
記
一
一
一
t
駄
哉
、
愛
媛
県

(
宇
和
島
)
に
は
慶
喜
の
謹
慎
を
見
守
っ
た
平
岡
準
一
(
籍
制
日
)
が
起
用
さ
れ
て
い
た
。
配
置
の
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
興
味
深
い
事
実
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で
あ
る
。

旧
幕
臣
の
官
界
参
入
は
、
無
論
、
戊
辰
時
の
対
応
如
何
で
割
り
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
現
に
恭
順
派
の
み
な
ら
ず
、
主
戦
派
l
脱
走
抗

さ主b.

H問

戦
者
も
召
命
を
受
け
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
任
用
は
必
ず
し
も
「
卑
官
」
に
限
定
さ
れ
な
い
。
蝦
夷
に
逃
れ
て
戦
い
生
残
っ
た
主
だ
ち
た

る
者
、
永
井
尚
志
・
松
平
太
郎
(
喜
一
以

ι島
部
・
榎
本
武
揚
・
沢
貞
説
・
荒
井
顕
徳
・
松
岡
空
日
(
9
1
ト
松
平
大
鳥
圭
介
等
は
、
い
づ

れ
も
獄
中
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
獄
死
し
た
松
岡
を
除
き
、
明
治
五
年
に
相
次
い
で
釈
放
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
す
べ
て
が
官
界
入

り
し
た
。
永
井
は
左
院
少
議
官
、
沢
は
兵
部
省
六
等
出
仕
、
榎
本
・
松
平
・
荒
井
・
大
鳥
は
開
拓
使
四
等

1
五
等
出
仕
、
い
づ
れ
も
奏
任
官

以
上
で
あ
る
。

最
後
ま
で
抗
敵
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
新
政
府
に
登
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
面
々
は
、
前
章
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
い
づ

れ
も
が
幕
政
改
革
年
来
の
推
進
者
か
、
も
し
く
は
そ
の
改
革
の
中
で
育
っ
た
所
謂
「
新
知
識
」
で
あ
り
、
過
去
の
略
歴
に
お
い
て
こ
れ
を
改

革
派
と
概
括
出
来
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
が
政
府
か
ら
重
用
さ
れ
た
の
は
、

ま
さ
し
く
こ
う
し
た
略
歴
の
故
で
あ
っ
た
ろ
う
。
勝
や
大
久
保

の
高
位
へ
の
任
用
も
、
戊
辰
時
の
恭
順
論
主
唱
に
の
み
所
以
を
求
め
る
訳
に
は
い
く
ま
い
。
そ
れ
以
前
の
、
永
井
や
榎
本
と
同
様
の
越
し
方

が
与
か
つ
て
大
き
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

「
国
家
の
隆
盛
」
を
目
当
て
に
集
中
的
権
力
の
創
出
へ
と
向
っ
た
新
政
府
枢
機
の
成
員
は
、
郷
党
閥
的
な
結
合
関
係
を
保
ち
な
が
ら
も
挙

国
的
な
体
制
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
中
枢
成
員
の
出
身
落
、
が
「
強
藩
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
相
互
の
「
合
力
同
心
」
が
不

可
欠
と
さ
れ
た
の
は
、
ほ
父
廃
藩
置
県
に
到
る
ま
で
の
混
乱
期
に
お
い
て
で
あ
悦
V

以
降
は
、
徴
兵
制
度
の
施
行
(
明
治
六
年
〉
に
象
徴
さ

れ
る
如
く
、
新
政
府
が
自
己
権
力
の
増
強
へ
と
大
き
く
踏
み
出
し
、
討
幕
雄
藩
そ
れ
自
体
は
却
っ
て
抑
制
の
対
象
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
し
て
、
か
つ
て
の
雄
藩
提
携
は
、
中
央
権
力
内
部
の
派
閥
協
力
を
含
意
と
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
と
同

時
に
中
央
権
力
の
間
口
も
広
げ
ら
れ
、
必
ず
し
も
出
身
藩
や
昔
時
の
政
治
的
立
場
を
問
わ
ぬ
人
材
登
用
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
海
外
開
明
ノ
治
」
が
「
国
家
の
隆
盛
」
の
範
と
さ
れ
る
中
、
権
力
の
間
口
拡
大
は
、
概
し
て
開
明
的
人
材
の
吸
収

へ
と
向
か
っ
て
い
た
o

旧
幕
臣
の
新
政
府
出
仕
は
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
動
き
の
波
聞
に
浮
び
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
o

廃
藩
後

程
な
く
、
大
久
保
利
通
は
、
大
久
保
一
翁
や
榎
本
・
大
鳥
等
の
任
用
が
「
薩
長
云
々
之
論
に
て
延
引
相
成
」
状
況
を
前
に
し
て
、
「
皇
国
全

力
を
以
海
外
に
当
り
候
大
規
模
曹
を
以
、
断
然
御
決
定
之
有
り
候
」
こ
と
を
右
大
臣
の
岩
倉
具
視
に
求
め
て
い
問
。
一
翁
と
榎
本
・
大
鳥
と
を

相
並
べ
て
挙
国
的
な
立
場
か
ら
そ
の
起
用
を
望
む
こ
う
し
た
発
言
は
、
以
上
の
展
開
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(6) 

官
界
参
入
の
旧
幕
臣
は
、
無
論
、
既
述
の
面
々
に
限
ら
な
い
。
数
度
に
亘
る
幕
政
改
革
は
、
そ
の
相
次
ぐ
睦
扶
に
も
拘
ら
ず
、
西
洋
文
明

の
導
入
に
務
め
た
結
果
と
し
て
、
「
維
新
後
も
開
け
た
人
物
は
旧
幕
に
多
く
御
座
り
ま
し
た
」
と
い
う
現
実
を
費
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
が
、
相
当
数
に
の
ぼ
る
官
界
へ
の
進
出
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
政
改
革
推
進
も
し
く
は
賛
同
の
有
司
層
か
ら
は
、
永
井
・

大
久
保
・
勝
・
藤
沢
以
外
に
、
河
津
祐
邦
(
祐
賢
)
・
竹
本
正
明
・
杉
浦
勝
静
(
誠
)
・
長
井
昌
言
・
小
野
広
鮮
・
川
勝
広
道
・
榎
本
道
章

等
が
、
兵
部
省
・
工
部
省
・
民
部
省
・
開
拓
使
の
中
堅
吏
僚
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
。
又
、
外
国
奉
行
所
系
列
の
実
務
分
子
は
、
外

務
少
丞
の
田
辺
太
一
を
筆
頭
に
そ
の
多
く
が
外
務
畑
に
分
け
入
り
、
福
田
重
固
・
渋
沢
栄
一
・
杉
浦
譲
ら
は
民
部
省
・
大
蔵
省
へ
と
流
れ
て

前
島
密
と
肩
を
並
べ
る
な
ど
し
て
い
た
。
こ
れ
に
、
榎
本
や
大
鳥
を
含
む
陸
海
軍
の
軍
事
官
僚
や
訓
練
生
矢
田
堀
鴻
・
肥
田
為
良
・
赤
松
則

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

良
・
沼
間
守
一
・
益
田
孝
等
や
、
開
成
所
関
係
の
洋
学
者
及
び
留
学
生
高
畠
五
郎
・
原
田
敬
策
(
一
道
〉
・
津
田
真
道
・
西
周
・
加
藤
弘
之
・

大
筑
尚
志
・
保
科
正
敬
・
川
路
温
(
太
郎
)

-
外
山
正
一
・
林
蒸
等
々
が
加
わ
り
、
各
省
庁
に
配
属
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
o

そ
の
他
、

松
本
良
順
(
順
)
に
代
表
さ
れ
る
幕
府
西
洋
医
学
所
関
係
者
の
軍
医
監
へ
の
横
す
ベ
り
も
、
見
落
す
こ
と
は
出
来
ま
い
。

旧
幕
臣
の
官
界
参
入
は
、
開
明
分
子
の
み
な
ら
ず
、
勘
定
奉
行
所
系
列
の
内
政
実
務
練
達
者
鈴
木
重
嶺
(
?
l
ト町一一
4
4
)
・
星
野
成
美
(
供
託
…
日
)
・

(
向
上
)
・
平
岡
照
一
(
同
四
等
々
の
任
用
に
よ
っ
て
も
織
り
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
態
は
大
量
進
出
と
言
う
に
近
い
。

小
俣
景
行
(
景
徳
)

こ
の
こ
と
は
、
統
計
的
に
も
或
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
o

明
治
初
期
の
出
身
府
県
別
官
吏
構
成
に
つ
い
て
は
、

『
官
員
録
』
に
基
く
升

北法32(3・13)637 
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味
準
之
輔
氏
の
吟
味
概
観
や
石
塚
欲
道
民
の
調
査
研
究
が
あ
る
。
殊
に
石
塚
氏
の
研
究
は
、
明
治
五
年
・
同
一

O
年
の
両
年
度
を
例
に
と
っ

て
、
太
政
官
・
各
省
官
吏
の
出
身
籍
に
応
じ
た
比
較
実
数
を
弾
き
出
し
、
数
量
的
実
態
の
輪
郭
を
か
な
り
は
っ
き
り
と
浮
び
上
が
ら
せ
て
い

る
。
そ
の
計
算
に
よ
る
旧
幕
臣
の
割
合
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
こ
れ
を
紹
介
し
た
が
、
今
一
度
繰
り
返
す
な
ら
、
旧
幕
臣
を
静
岡
籍
の
者
だ
け

ささ'A
H同

に
限
定
し
て
な
お
か
っ
そ
の
実
数
は
各
討
幕
藩
出
身
者
を
上
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
o

両
年
度
を
通
じ
、
下
級
の
判
任
官
ク
ラ
ス
で
は
、
各

個
の
討
幕
藩
出
身
者
に
ほ

x
二
倍
す
る
数
値
を
示
し
て
い
た
。
又
、
上
級
及
び
中
堅
の
勅
任
官
・
奏
任
官
グ
ラ
ス
で
も
、
土
佐
籍
の
者
に
増

さ
っ
て
薩
摩
・
長
州
・
肥
前
出
身
者
に
続
い
て
い
た
。

官
界
に
お
け
る
旧
幕
臣
の
人
的
比
率
は
、

い
水
準
を
保
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、

な
だ
ら
か
な
下
降
曲
線
を
描
き
な
が
ら
も
、
明
治
二

O
年
前
後
に
到
る
ま
で
ほ

x
一
貫
し
て
高

『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
第
二
巻
以
降
掲
載
の
明
治
一
四
年
以
後
の
「
官
員
(
及
傭
)
本
籍
別
区

分
」
に
よ
っ
て
窺
い
知
れ
る
。
明
治
一
四
年
の
中
央
省
庁
官
吏
コ
一
九
、
六
一
五
名
の
構
成
を
見
る
な
ら
、
本
籍
移
動
に
よ
っ
て
早
い
時
期
か

ら
ダ
ン
ト
ツ
の
数
値
を
示
し
て
い
た
東
京
在
籍
者
を
除
い
て
は
、
静
岡
出
身
者
が
二
二
九

O
名
と
最
大
の
実
数
を
誇
り
、
鹿
児
島
一
二
八
五

名
や
山
口
一
九

O
二
名
に
伍
し
て
、
高
知
の
七
二
二
名
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
た
。
奏
任
官
以
上
を
見
れ
ば
、
鹿
児
島
と
山
口
が
各
三
五

九
名
・
四
六
六
名
と
飛
び
抜
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
静
岡
は
二
四
五
名
で
続
き
、
高
知
の
一
二

O
名
や
長
崎
(
佐
賀
を
含
む
〉
の
二

O
O名

を
上
回
っ
て
い
た
o

ち
な
み
に
、
旧
藩
が
多
く
佐
幕
派
寄
り
だ
っ
た
東
北
諸
県
の
出
身
者
は
、
傭
ま
で
含
め
た
総
数
が
、
岩
手
四
六
一
名
・

山
形
四
六
二
名
・
福
島
六
四
四
名
・
宮
城
七
六
六
名
等
で
あ
る
。
静
岡
出
身
者
が
如
何
に
官
界
に
食
い
込
ん
で
い
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
官
員
構
成
は
、
対
象
を
地
方
官
に
ま
で
広
げ
て
「
族
籍
別
区
分
」
を
併
せ
加
味
し
た
翌
年
、
翌
々
年
の
調
査
結
果
に
も
或
る
程
度

表
わ
れ
て
お
り
、
旧
幕
臣
|
静
岡
県
士
族
の
実
数
優
位
は
、
明
治
一
九
年
二
一
月
の
調
査
ま
で
続
い
た
ザ

旧
幕
臣
が
政
府
郷
党
閥
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
本
論
文
の
室
一
豆
c
出
し
で
こ
れ
を
述
べ

た
。
そ
の
人
的
比
率
の
高
さ
か
ら
し
て
「
只
管
其
ノ
地
方
人
ヲ
以
テ
政
府
権
要
ノ
地
ニ
置
キ
、
以
テ
党
与
ノ
特
利
ヲ
得
ン
ト
熱
望
」
す
る

『
朝
野
新
聞
』
論
説
で
、

北法32(3・14)638 



(6) 

「
地
方
党
」
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
藩
旧
知
の
誼
に
基
く
依
頼
と
援
助
の
結
び
つ
き
が
随
所
に
あ

っ
て
、
任
用
や
昇
進
の
各
場
面
に
ち
ら
つ
い
て
い
た
。
民
部
省
改
正
掛
に
渋
沢
栄
一
が
長
と
し
て
立
っ
た
時
、
前
島
密
を
は
じ
め
、
赤
松
則

良
・
箕
作
麟
祥
・
杉
浦
譲
等
の
旧
幕
臣
が
相
次
い
で
同
掛
に
起
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
杉
浦
は
前
島
に
向
か
っ
て
「
某
氏
に
請
願
し
て
辛

じ
て
出
仕
」
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
迎
。
そ
の
他
、
松
本
順
の
陸
軍
軍
医
監
就
任
を
機
と
す
る
幕
府
医
学
所
関
係
者
の
軍
医
部
品
別
、
荒
井

顕
徳
が
初
代
の
中
央
気
象
台
長
と
な
っ
て
曹
ο
れ
た
同
局
に
「
徳
川
武
士
の
出
身
者
が
多
か
っ
的
」
現
実
等
、
「
其
ノ
地
方
人
ヲ
以
テ
」
役

職
を
充
た
し
た
事
例
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
郷
党
閥
的
結
び
つ
き
は
、
小
権
力
者
の
テ
リ
ト
リ
!
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

よ
り
実
効
あ
る
官
職
配
分
を
期
待
し
て
、
権
力
中
枢
に
近
い
存
在
へ
と
そ
の
「
電
信
線
」
を
延
ば
し
て
ゆ
く
o

そ
し
て
、
不
定
形
な
が
ら
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
y

シ
ュ
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
出
来
上
る
。
か
t

ふ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
頂
点
に
い
た
の
が
、
勝
海
舟
で
あ
っ
た
。
幕
府
の
「
瓦
解
」

を
平
和
裡
に
完
了
せ
し
め
た
力
量
と
功
績
に
よ
っ
て
逸
速
く
枢
機
に
昇
っ
た
彼
は
、
盛
時
は
勿
論
、
閑
職
に
退
い
て
後
も
な
お
隠
然
た
る
影

響
力
を
持
ち
、
多
く
の
旧
幕
臣
の
官
職
依
頼
に
応
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
は
、
「
早
川
よ
り
書
通
、
竹
本
要
斉
(
正
明
)
、
試

験
中
に
つ
き
右
(
就
職
一
件
)
む
つ
か
し
く
こ
れ
あ
る
べ
き
由
、
渡
辺
大
丞
申
し
聞
け
候
酎
」
「
、
氷
井
介
堂
(
尚
志
)
帆
(
岩
之
丞
、
裁
判

所
判
事
)
昇
級
の
事
、
山
田
司
法
大
輔
へ
一
封
一
顧
み
状
、
認
め
遣
わ
切
」
「
高
畠
居
山
(
五
郎
)
、
榎
本
武
揚
の
事
(
海
軍
卿
辞
職
一
件
)

に
つ
き
内
頼
み
申
し
聞
く
」
等
々
の
記
述
が
数
多
く
見
出
せ
る
。

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

官
界
参
入
の
旧
幕
臣
は
、
頭
数
に
お
い
て
討
幕
雄
藩
出
身
者
に
肩
を
並
べ
、
以
て
政
府
内
部
の
郷
党
閥
的
な
利
益
配
分
に
与
か
っ
て
い

た
o

権
力
の
安
定
と
と
も
に
、
「
戦
敗
者
」
「
朝
敵
」
と
し
て
の
毘
斥
が
社
会
に
漏
漫
し
て
い
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
異
様
な
光
景

と
言
っ
て
良
い
。
無
論
、
官
途
に
就
き
権
力
の
分
配
に
与
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
が
こ
の
種
の
毘
斥
と
無
縁
で
あ
っ
た
訳
で
は
な

北法32(3・15)639 

ぃ
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
関
口
隆
士
口
面
罵
の
一
件
か
ら
窺
え
る
通
り
で
あ
る
。

「
地
方
党
」
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
た
こ
と

は
、
従
っ
て
、
必
ず
し
も
相
並
置
さ
れ
た
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
・
肥
前
と
拾
抗
の
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
旧
幕
臣
は
、
頭
数



説

こ
そ
増
さ
れ
、
勢
力
と
し
て
や
は
り
傍
流
に
と
ど
ま
り
、
官
界
に
あ
っ
て
な
お
少
な
か
ら
ぬ
障
壁
に
取
り
固
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
郷
党
閥
的

論

な
勤
き
も
、
見
方
を
変
れ
ば
、
傍
流
故
の
不
利
益
を
挽
回
し
よ
う
と
す
る
防
禦
的
な
も
の
と
解
釈
出
来
よ
う
。
が
、
障
壁
を
前
に
し
て
の
対

応
は
、
主
流
へ
の
対
抗
派
閥
の
形
成
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
o

官
界
に
身
を
置
き
つ
つ
の
言
論
・
教
育
・
産
業
諸
分
野
へ
の
進
出
、
そ
し
て

官
界
そ
の
も
の
か
ら
の
離
脱
が
、
そ
こ
に
は
併
せ
顕
在
化
し
て
い
た
o

民
間
矯
掘
の
流
れ
は
、
こ
れ
ら
が
在
野
舵
立
の
動
き
と
合
し
て
結
果

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
明
六
雑
誌
』
掲
載
の
「
情
実
説
」
と
題
す
る
小
論
で
、
「
情
実
ヲ
以
テ
経
緯
組
織
」
す
る
四
聞
の
有
り
様
に
苦
言
を
星
し
、

「
情
実
ノ
字
義
遼
カ
ニ
之
ヲ
見
レ
ハ
薄
情
ノ
反
体
ノ
如
シ
、
然
ト
モ
審
カ
ニ
之
ヲ
論
ズ
レ
ハ
即
チ
公
義
ノ
反
体
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
が
v

静

岡
籍
の
旧
幕
臣
と
し
て
新
政
府
に
出
仕
し
た
西
の
場
合
、

西
周
は
、

「
情
実
」
の
横
行
は
、

お
そ
ら
く
二
重
の
意
味
で
痛
感
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

に
は
、
自
ら
決
っ
し
て
無
縁
で
な
い
こ
と
と
し
て
。
既
に
陸
軍
大
丞
で
あ
る
身
か
ら
す
れ
ば
、

「
旧
友
沈
論
我
独
時
ヲ
得
、
則
チ
其
不
才
ト

雄
之
ヲ
選
挙
セ
ザ
ル
ヲ
得
ス
」
は
も
は
や
他
人
事
で
は
な
く
、
現
に
「
追
懐
ス
レ
ハ
我
之
ヲ
顧
ミ
サ
ル
ヲ
得
」
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
二

つ
に
は
、
よ
り
以
上
に
、
自
分
の
頭
上
に
広
が
る
こ
と
と
し
て
、
目
に
余
っ
た
。
「
情
実
」
が
所
与
で
あ
る
者
の
言
い
様
を
「
唯
其
〈
情

実
)
内
部
-
一
居
リ
臓
肺
一
一
入
リ
、
始
メ
テ
其
気
脈
連
絡
ノ
跡
一
々
亦
条
理
ア
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
o

之
ヲ
名
ケ
テ
言
ブ
ニ
言
ハ
レ
ヌ
情
実
ト
謂

フ
」
と
皮
肉
っ
ぽ
く
ま
と
め
て
、
こ
れ
に
「
公
義
ノ
反
体
ナ
リ
」
と
の
非
難
を
ぶ
つ
け
る
時
、
彼
が
見
て
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
権
力
の
中

枢
を
握
る
藩
閥
勢
力
の
随
意
気
盛
で
あ
っ
た
。

「
情
実
ノ
輿
ル
、

ソ
レ
幕
政
ノ
末
世
維
新
ノ
盛
徳
一
平
ヨ
ル
カ
」
の
書
き
出
し
の
一
句
は
、
そ

こ
に
発
す
る
憤
滋
の
表
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

西
は
、
同
じ
『
明
六
雑
誌
』
に
、
『
聖
書
』
周
知
の
一
節
を
引
用
し
て
の
「
愛
敵
論
」
を
載
せ
て
も
い
根
「
人
心
ノ
物
ニ
接
ス
ル
、
愛
好

北法32(3・16)640 
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ヲ
常
ト
シ
悪
憎
ヲ
変
ト
ス
o

故
-
一
一
敵
ニ
遇
ス
ル
モ
其
常
ヲ
以
テ
シ
、
其
変
ヲ
以
テ
ス
可
ラ
サ
ル
、
是
一
理
ナ
リ
」
。
こ
れ
を
根
本
の
主
張
と

し
て
、
「
敵
ス
ル
者
」
と
は
何
か
を
三
段
に
わ
た
り
検
討
し
た
の
が
、
そ
の
中
身
で
あ
る
。
「
情
実
説
」
と
こ
の
「
愛
敵
論
」
と
は
、
官
界
参

入
の
旧
幕
臣
が
置
か
れ
た
立
場
を
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
い
る
。
相
当
な
頭
数
を
以
て
す
る
新
た
な
権
力
へ
の
参
画
は
、
郷
党
問
の
一
っ
と

見
倣
さ
れ
る
程
で
あ
り
、
現
に
又
そ
う
で
あ
っ
た
o

だ
が
、
新
た
な
権
力
に
と
っ
て
、
彼
ら
は
か
つ
て
「
敵
ス
ル
者
」
で
あ
り
、
内
部
派
閥

と
し
て
は
所
詮
傍
流
に
す
ぎ
な
い
。
「
情
実
ヲ
以
テ
経
緯
組
織
」
す
る
全
般
の
有
り
様
は
、
利
益
配
分
に
つ
な
が
る
よ
り
、
む
し
ろ
不
利
益

の
強
制
に
結
び
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
、
「
敵
ス
ル
者
」
が
受
け
る
庭
斥
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
場

は
、
不
満
の
欝
積
に
よ
り
近
し
い
。

(6) 

欝
屈
を
促
す
背
景
は
、
他
に
も
ま
だ
あ
る
。
多
く
が
そ
の
開
明
性
に
よ
っ
て
官
界
に
分
け
入
っ
た
旧
幕
臣
は
、

西
洋
の
学
聞
や
技
術
が
飛
躍
的
に
流
入
す
る
中
、
次
第
に
「
新
知
識
」
と
し
て
の
強
味
を
失
な
い
つ
つ
あ
っ
た
。
蘭
学
か
ら
英
学
や
仏
学
へ

の
転
換
は
、
既
に
幕
末
か
ら
進
行
し
て
い
た
が
、
維
新
後
は
そ
れ
が
決
定
的
と
な
り
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
学
の
隆
盛
が
付
け
加
わ
っ
て
い
た
。

旧
幕
出
の
「
新
知
識
」
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
先
進
的
思
潮
の
変
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
者
も
少
な
く
な
く
、
又
、
巧
み
に
適
応
し
て
い
っ

た
者
も
、
後
続
の
若
手
か
ら
絶
え
ず
脅
や
か
さ
れ
て
い
た
。
勝
海
舟
が
、
明
治
二

O
年
の
建
白
書
で
具
申
し
た
次
の
一
項
は
、
学
問
と
技
術

の
発
達
の
中
で
彼
ら
が
如
何
な
る
運
命
を
辿
っ
た
か
、
そ
の
一
斑
を
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
。
「
近
来
洋
学
大
い
に
進
み
、
旧
洋
学
者
輩
の
陳

腐
に
属
す
る
者
、
草
奔
に
多
く
相
な
り
候
。
こ
れ
ら
は
時
と
し
て
そ
の
上
等
な
る
も
の
は
、
公
然
拝
謁
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
中
以
下
と
雄
も
、

時
々
お
取
調
べ
御
蛮
詞
、
あ
る
い
は
学
資
下
さ
れ
、
旧
時
の
功
労
盟
滅
せ
ざ
る
様
ご
優
待
こ
れ
あ
り
た
く
候
こ
い
白
山
。

「
開
化
の
世
」
と
な
っ
て

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に
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政
府
出
仕
の
旧
幕
臣
は
、
官
途
に
執
着
す
る
限
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
を
除
い
て
は
、
そ
の
不
遇
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
o

藩

閥
の
「
情
実
」
を
眺
め
、
「
朝
敵
」
「
戦
敗
者
」
と
し
て
の
庇
斥
に
晒
さ
れ
、
と
も
す
れ
ば
後
進
が
そ
の
知
識
と
技
量
と
を
以
て
自
分
を
飛
び

越
え
て
ゆ
く
。
矢
田
堀
鴻
の
墓
碑
銘
に
は
、
昌
平
彊
学
問
吟
味
及
第
・
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
伝
習
を
経
て
の
幕
府
に
お
け
る
順
調
な
立
身
が
記
さ



説

れ
、
次
い
で
維
新
後
の
有
り
様
が
「
明
治
五
年
徴
さ
れ
て
工
部
省
五
等
出
仕
と
な
る
。
然
れ
ど
も
遂
に
世
に
伸
る
こ
と
あ
る
能
わ
ず
。
平
生

(
原
漢
文
)
と
刻
ま
れ
て
い
問
。
そ
の
後
半

欝
勃
、
自
ら
酒
に
託
し
、
或
は
碁
を
戦
は
し
、
胸
中
の
語
魂
を
溌
い
で
柳
か
以
て
自
ら
娯
む
」

論

生
は
、
か
・
ふ
る
不
遇
の
典
型
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

官
界
か
ら
の
離
脱
が
、
こ
う
し
て
さ
み
だ
れ
的
に
広
が
っ
て
ゆ
何
o

明
治
の
初
年
代
に
は
、
福
地
源
一
郎
・
渋
沢
栄
一
・
益
田
孝
等
二

O

J
一ニ

O
代
の
目
端
の
効
く
若
者
が
、
政
府
部
内
の
意
見
対
立
等
を
契
機
に
、
「
元
来
私
は
政
府
へ
入
る
考
な
ぞ
は
少
し
も
な
か
っ
た
」
(
益

回
一
こ
と
を
バ
ネ
と
し
て
相
次
ぎ
官
を
辞
し
て
い
っ
た
o

又
、
士
族
反
乱
が
政
府
を
脅
や
か
し
て
い
た
時
期
に
は
、
藤
沢
次
一
謙
が
お
そ
ら
く

疑
い
を
招
く
不
穏
の
挙
動
を
見
せ
て
依
願
免
官
、
河
津
祐
邦
は
逆
に
土
日
時
の
怨
み
を
晴
す
か
の
如
く
鹿
児
島
征
討
軍
に
加
わ
っ
て
程
な
く
致

仕
し
て
い
た
。
藤
沢
・
河
津
は
い
づ
れ
も
幕
府
有
司
の
略
歴
を
経
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
層
か
ら
の
辞
職
は
、
永
井
尚
志
・
杉
浦
勝
静
・
小

野
広
酔
等
、
こ
の
前
後
に
相
次
い
で
い
る
。
士
族
反
乱
の
鎮
圧
は
権
力
の
相
対
的
安
定
に
つ
な
が
っ
て
藩
閥
の
官
職
配
分
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

大
き
く
前
面
化
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
に
民
権
運
動
の
高
揚
が
ぶ
つ
か
っ
た
明
治
一

0
年
代
に
は
、
駅
逓
総
官
に
ま
で
昇
っ
た
前
島
密
が

「
薩
長
の
勢
力
」
を
破
壊
す
る
に
は
「
土
州
の
政
治
家
の
如
く
民
選
議
院
の
設
立
を
促
進
す
る
の
外
は
な
い
」
と
し
切
辞
職
下
野
、
改
進
党

の
設
立
に
加
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
民
権
運
動
へ
の
合
流
は
、
沼
間
守
一
を
は
じ
め
と
し
て
、
島
田
三
郎
(
F
A児
玉

I
翫
一
一
一
一
一
一
)
・
田
口
卯

吉
(
ト
吟
3
1
駐
日
岨
)
等
明
治
に
入
っ
て
洋
学
教
育
を
受
け
た
旧
幕
臣
の
「
戦
後
」
世
代
に
ま
で
及
ぶ
。

官
界
か
ら
の
離
脱
は
、
幕
府
有
可
か
ら
の
転
身
組
で
あ
っ
た
比
較
的
高
齢
の
者
に
お
い
で
す
ら
、
必
ず
し
も
退
隠
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ

は
、
概
し
て
、
言
論
・
教
育
・
産
業
諸
分
野
へ
の
進
出
と
背
中
合
せ
で
あ
っ
た
。
渋
沢
・
益
田
の
実
業
界
で
の
活
躍
や
福
地
源
一
郎
の
『
東

京
日
々
新
聞
』
主
宰
に
つ
い
て
は
、
既
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
藤
沢
は
病
没
す
る
ま
で
の
四
年
間
に
ガ
ラ
ス
製
造
や
箱
根
新
道
の
開
撃
工

事
に
取
り
組
み
、
河
津
は
東
京
・
高
崎
聞
の
馬
車
輸
送
に
乗
り
出
し
て
い
た
o

永
井
や
杉
浦
は
、
半
ば
退
隠
の
趣
味
的
生
活
に
流
れ
た
け
れ

ど
も
、
小
野
広
鮮
は
か
ね
て
研
究
の
洋
式
天
日
製
塩
法
に
基
く
製
塩
事
業
に
着
手
し
、
そ
れ
な
り
の
成
功
を
収
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
多

~ 
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面
的
な
活
動
ぶ
り
は
、
民
権
運
動
に
合
流
し
た
部
分
に
も
ほ
ど
共
通
し
て
い
る
。
前
島
は
、
榎
本
武
揚
に
乞
わ
れ
て
逓
信
次
官
に
再
出
仕
す

る
ま
で
の
問
、
東
京
専
門
学
校
や
関
西
鉄
道
の
経
営
に
深
く
係
わ
り
、
沼
聞
や
島
田
は
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
に
依
拠
、

に
『
東
京
経
済
雑
誌
』
を
主
宰
し
、
さ
ら
に
経
済
の
専
門
家
と
し
て
幾
つ
か
の
事
業
に
関
係
し
て
い
た
。

田
口
も
又
同
様

(6) 

言
論
や
教
育
分
野
へ
の
進
出
は
、
官
途
に
あ
る
旧
幕
臣
に
も
見
出
し
得
る
傾
向
で
あ
る
。
『
明
六
社
』
に
結
集
し
た
開
成
所
系
列
の
洋
学

者
が
、
即
座
に
想
起
さ
れ
よ
う
。
箕
作
秋
坪
・
杉
享
二
・
西
周
・
津
田
真
道
・
中
村
正
直
・
加
藤
弘
之
・
箕
作
麟
祥
等
は
、
い
づ
れ
も
新
政

府
の
知
識
官
僚
へ
と
転
身
し
な
が
ら
、
啓
蒙
的
な
言
論
活
動
に
従
事
し
、
数
多
く
の
翻
訳
著
作
を
世
に
送
っ
た
。
殊
に
中
村
正
直
の
場
合
、

在
野
の
同
人
福
沢
諭
吉
と
並
ん
で
そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
一
方
で
『
西
国
立
志
篇
』
『
自
由
之
理
』
等
の
翻
訳
ベ
ス
ト
・
セ

ラ
ー
を
著
わ
し
な
が
ら
、
他
方
、
同
入
社
を
主
宰
し
て
後
進
の
育
成
に
当
り
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
聞
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
、
幾
つ
か

の
福
祉
事
業
に
係
わ
っ
て
い
た
。
斯
く
の
如
き
活
動
は
、
ま
ず
も
っ
て
啓
蒙
的
使
命
観
の
発
現
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
決
っ
し
て
そ
れ
だ

維新の変革と幕医の系譜:改革派勢力を中心に

け
で
は
あ
る
ま
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
西
の
議
論
を
踏
え
る
な
ら
、
そ
の
多
面
的
活
動
は
、
官
界
参
入
の
旧
幕
臣
に
働
く
遠
心
力
の
現
れ
で

も
あ
っ
た
。
政
府
内
部
で
の
制
約
さ
れ
た
立
場
が
、
外
部
の
領
域
に
充
足
の
場
を
求
め
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
初
期
の

翻
訳
著
作
を
一
当
り
す
れ
ば
、
『
明
六
社
』
同
人
以
外
に
も
、
内
田
正
雄
『
輿
地
誌
略
』
(
明
治
三
年
〉
・
何
礼
之
『
政
治
略
原
』
〈
同
四
年
〉
・

神
田
孝
平
『
和
蘭
巴
法
』
(
同
五
年
)
『
酷
評
経
世
余
論
』
(
同
一
一
一
年
)
・
田
中
耕
造
『
牟
破
嶺
攻
略
』
(
同
六
年

γ
永
峰
秀
樹
『
智
氏
家

訓
』
『
開
巻
驚
奇
暴
夜
物
語
』
(
同
八
年
)
・
河
津
祐
之
『
仏
国
革
命
史
』
(
同
九
年
)
・
平
山
成
信
『
仏
蘭
西
法
律
問
答
』
(
同
九
年
〉
・
近

藤
真
琴
『
新
未
来
記
』
(
同
一
一
年
〉
・
大
森
鐘
一
『
仏
国
県
会
纂
法
』
(
同
一
二
年
〉
・
長
回
鮭
太
郎
『
初
学
経
済
問
答
』
(
同
二

O
年
〉
等

々
、
在
官
旧
幕
臣
の
手
に
な
る
出
版
物
が
数
多
い
。

政
府
出
仕
の
旧
幕
臣
一
部
に
見
る
多
面
的
な
活
動
は
、
僅
か
な
距
離
で
官
界
か
ら
の
離
脱
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
西
周
の
明
治
一
一
年
に

お
け
る
一
旦
の
依
願
退
職
は
、
そ
の
一
証
左
と
言
え
よ
う
o

振
り
返
れ
ば
、
在
官
中
の
藤
沢
次
謙
は
洋
画
の
素
養
を
活
か
し
て
『
通
俗
伊
蘇
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説

普
物
語
』
に
挿
絵
を
描
く
な
ど
し
て
お
り
、

田
口
卯
吉
は
既
に
『
日
本
開
化
小
史
』
第
一
巻
を
出
版
、
沼
間
守
一
一
は
『
桜
鳴
社
』
を
主
宰
し

て
そ
れ
ぞ
れ
に
横
広
が
り
の
動
き
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
o

官
界
に
と
ど
ま
る
に
せ
よ
、
出
る
に
せ
よ
、

い
づ
れ
に
し
ろ
遠
心
の
力
学
に

論

突
き
動
か
さ
れ
て
、
そ
の
活
動
は
あ
っ
た
。

福
沢
諭
吉
は
、
幕
末
か
ら
明
治
二

O
年
前
後
ま
で
の
流
動
的
な
社
会
状
況
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
聞
を
「
家
を
亡
ぼ
す
こ
と
も
甚
だ
容
易

な
り
し
代
り
に
、
家
を
興
す
こ
と
も
亦
甚
だ
難
か
ら
ず
。
気
力
あ
る
人
の
為
め
に
は
最
も
面
白
き
時
節
」
と
し
て
い
凶
日

「
西
洋
の
文
明
を

輸
入
」
し
て
「
社
会
の
組
織
旧
の
如
く
な
ら
ず
」
、
し
か
も
「
其
変
化
は
日
に
進
退
し
て
殆
ん
ど
定
ま
る
所
を
知
ら
ざ
る
の
有
様
」
で
あ
り
、

か
か
る
「
時
勢
の
変
遷
」
に
「
文
明
の
新
工
風
」
を
以
て
応
ず
れ
ば
、
「
白
か
ら
新
利
益
な
き
に
非
ず
」
で
あ
っ
た
。
無
論
、
結
果
か
ら
見

れ
ば
、
「
文
明
の
新
風
潮
に
従
て
新
利
益
を
得
た
る
者
は
、
其
人
の
智
慧
に
あ
ら
ず
し
て
寧
ろ
倍
倖
に
て
あ
り
し
」
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、

「
気
力
」
あ
り
「
文
明
の
新
工
風
」
に
通
ず
る
者
に
と
っ
て
は
、
能
力
次
第
で
無
限
の
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
そ
う

し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
官
界
参
入
の
旧
幕
臣
が
多
く
権
力
外
部
の
諸
分
野
に
向
い
、

そ
の
一
部
が
官
を
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に

こ
う
し
た
時
代
状
況
を
背
景
と
し
て
い
た
。
政
府
内
部
で
制
約
的
な
立
場
を
強
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
外
の
社
会
に
可
能
性
の
広
が
り
が
な

け
れ
ば
、
遠
心
の
力
学
は
容
易
に
作
動
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
全
く
面
白
い
夢
を
み
た
と
思
っ
て
い
ま
す
ん
で
」
(
輸
入
貿
易
商
某
)
と
回
想
さ
れ
る
時
代
状
況
は
、

旧
幕
臣
に
宛
、
政
府

出
仕
者
一
部
の
官
界
離
脱
を
容
易
な
ら
し
め
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
当
初
か
ら
の
首
尾
一
貫
し
た
在
野
生
活
を
も
許
容
し
て
い
た
。

維
新
後
の
「
聖
代
」
が
苛
烈
な
抗
争
を
経
て
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
勝
者
が
「
名
分
」
と
優
越
感
と
を
引
き
出
す
過
去
の
経
緯
か
ら
、

敗
者
も
又
相
応
の
こ
だ
わ
り
を
持
ち
越
し
た
と
し
て
も
、
決
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
旧
敵
と
一
線
を
画
す
る
在
野
反
骨
の
歩
み
が
そ
こ

に
始
ま
り
、

「
気
力
あ
る
人
の
為
め
に
は
最
も
面
白
き
時
節
」
の
中
で
そ
れ
な
り
の
持
続
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

在
野
の
系
譜
に
あ
っ
て
、
過
去
の
経
緯
の
持
ち
越
し
方
は
、
無
論
、

一
様
で
は
な
い
。

一
方
の
極
に
は
伝
統
的
な
忠
誠
心
か
ら
す
る
「
旧
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朝
の
遺
臣
」
的
な
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
他
方
の
極
に
は
権
力
接
近
l
制
度
的
上
昇
に
対
す
る
あ
ら
か
じ
め
の
見
切
り
が
あ
っ
た
。
個
々
に
よ

(6) 

さ
ら
に
又
政
治
嫌
い
へ
の
一
転
と
い
う
心
傷
的
要
素
を
付
け
加
え
て
、
そ
の
後
半
生
が

始
ま
っ
て
い
る
。
官
界
参
入
の
旧
幕
臣
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
彼
ら
が
こ
の
種
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
無
縁
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
福
沢

〈
回
開
〉

諭
吉
が
冊
検
す
る
よ
う
に
「
君
子
は
既
往
を
語
ら
ず
、
前
言
前
行
は
た
だ
戯
れ
の
み
」
で
終
始
し
た
と
見
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
妥
当
で
は

あ
る
ま
い
o

が
、
こ
の
点
を
含
め
た
詳
細
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、
再
度
在
野
の
系
譜
に
目
を
遣
る
な
ら
、
多
様
性
は
、
過
去
の
経
緯
の
持

ち
越
し
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
た
生
活
の
有
り
様
に
も
及
ん
で
い
る
。
時
代
と
の
共
生
を
拒
む
孤
高
の
退
穏
が
あ
り
、
そ

れ
を
一
方
の
選
択
と
し
て
、
他
方
に
は
「
時
勢
の
変
遷
」
に
応
じ
た
言
論
・
教
育
・
産
業
・
宗
教
諸
分
野
へ
の
進
出
が
あ
っ
た
。

木
村
喜
毅
(
芥
舟
)
の
後
半
生
を
、
義
理
の
姪
の
今
泉
み
ね
(
十
吟
千
紘
一
一
一
止
)
は
次
の
よ
う
に
語
り
伝
え
て
い
る
J

「
御
維
新
に
な
っ
て

ふ
っ
つ
り
こ
の
世
か
ら
志
を
た
ち
、
詩
や
謡
に
一
生
を
送
っ
て
、
徳
川
の
旧
臣
と
し
て
終
り
を
ま

って、

一
方
の
極
に
居
り
、
或
は
両
極
に
わ
た
り
、

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

か
ら
は
幾
度
仕
官
を
す
す
め
ら
れ
て
も
、

っ
と
う
し
た
の
は
あ
の
お
じ
様
ら
し
い
と
い
つ
も
思
い
ま
す
o

夕
方
よ
く
納
戸
か
ら
お
出
に
な
っ
て
、
庭
に
面
し
た
縁
側
に
座
が
で
き
て
、

高
砂
や
何
か
う
た
い
を
う
た
っ
て
お
ら
れ
る
お
姿
が
は
っ
き
り
記
憶
に
残
っ
て
お
り
ま
す
o

ど
こ
か
非
凡
の
力
を
も
ち
な
が
ら
、
何
を
き
か

れ
て
も
断
言
し
た
こ
と
が
な
く
、
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
が
と
、
何
も
知
ら
な
い
お
じ
い
さ
ん
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
お
じ
の
心
を
な
つ

か
し
く
も
奥
床
し
く
思
い
出
し
ま
刊
」
。
こ
の
回
想
は
、
節
義
に
殉
ず
る
者
の
姿
を
愛
情
深
く
描
き
出
し
て
い
て
真
に
感
動
的
で
あ
る
。
木
村

は
、
早
い
時
期
か
ら
「
西
洋
に
か
ぶ
れ
」
た
「
ハ
イ
カ
ラ
」
(
み
切
で
あ
り
、
そ
の
略
歴
か
ら
い
っ
て
も
十
分
「
文
明
の
新
工
風
」
に
通
ず

る
者
で
あ
っ
た
ろ
う
o

だ
が
、
彼
は
、
在
野
に
徹
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
に
生
き
て
「
新
利
益
」
を
追
う
こ
と
か
ら
も
身
を
引
い
て
い

た。

「
徳
川
の
旧
臣
」
と
し
て
、
退
隠
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
選
択
は
、
昔
時
の
開
明
分
子
に
絞
っ
た
場
合
、
木
村
と
同
様
に
有

司
の
経
験
を
持
つ
幾
人
か
、
山
口
直
毅
・
浅
野
氏
祐
・
向
山
一
履
・
柴
田
剛
中
等
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
山
口
は
上
野
叡
山
の

宮
司
に
と
ど
ま
り
、
浅
野
は
徳
川
家
達
の
家
令
に
終
始
し
て
、
相
共
に
社
会
と
の
係
わ
り
を
極
小
の
も
の
と
し
て
い
た
。
又
、
向
山
は
漢
詩
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説

人
と
し
て
一
応
の
名
を
成
し
た
が
、
そ
れ
は
余
戯
の
結
果
に
す
ぎ
ず
、
柴
田
は
田
舎
に
引
き
寵
っ
て
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ

た。

."ノL
H岡

退
隠
は
「
旧
朝
の
遺
臣
」
と
し
て
そ
の
生
涯
を
全
う
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
伝
統
的
な
忠
誠
心
に
基
く
「
遺
臣
」
の
自
意
識
は
、
必

ず
し
も
退
隠
に
の
み
帰
す
る
の
で
は
な
い
。
徳
川
家
に
対
す
る
思
顧
の
念
は
、
後
述
す
る
如
く
官
界
参
入
の
旧
幕
臣
に
も
見
出
し
得
る
の
で

あ
り
、
警
え
在
野
の
選
択
を
促
し
た
と
し
て
も
、
決
つ
し
て
時
代
と
の
共
生
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
接
近
|
制
度
的
上
昇
へ

の
見
切
り
を
も
挺
子
と
す
る
在
野
の
歩
み
は
、
従
っ
て
、
退
隠
を
そ
の
多
様
性
を
示
す
一
類
型
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
種
々
の
足
跡
を
付
け

加
え
て
ゆ
く
。
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
の
開
拓
と
そ
れ
へ
の
進
出
で
あ
ろ
う
o

欧
米
に
普
及
す
る
報
道
論
説
主
体
の
新
聞
は
、
幕
府
に
あ
っ
て
小
栗
忠
順
・
池
田
長
発
ら
の
改
革
派
有
司
や
柳
川
春
三

Et--
一一
一
J

件
叫
日
)
・

福
沢
諭
吉
・
福
地
源
一
郎
等
の
洋
学
者
が
逸
速
く
そ
の
政
治
的
機
能
に
着
目
し
て
お
り
、
「
戊
辰
の
瓦
解
」
時
に
は
、
柳
川
や
福
地
を
は
じ

め
渡
辺
一
郎
(
温
〉
(
純
粋
制
臼
)
・
橋
爪
貫
一
(
向
上
)
・
辻
新
一
郎
向
上
〉
・
後
藤
謙
吉
(
向
上
)
ら
の
開
成
所
関
係
r
m
f、
相
次
ぎ
『
中
外
新
聞
』

『
江
湖
新
聞
』
『
内
外
新
報
』
『
日
々
新
聞
』
『
遠
近
新
聞
』
等
を
発
行
し
て
い
っ
た
。
当
時
、
横
浜
で
は
ベ
リ
l

(
即日
r
d
g
ュr
∞
巴
巾
可
)

『
万
国
新
聞
(
紙
)
』
、
ヴ
7

ン
リ
l
ド
(
開

H
M
m
g巾
冨
・
〈

B
M
N
2
8
・
岸
田
吟
呑

(
P
A
k
t
t
L
r
山
一
一
定
)
『
横
浜
新
報
も
し
ほ
草
』
等
が
発
刊

さ
れ
て
お
り
、
京
都
で
は
新
政
府
の
手
に
よ
っ
て
『
太
政
官
日
誌
』
が
公
布
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
欧
米
型
新
聞
の
草
創
を
即
座
に
幕
府

関
係
者
に
帰
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
果
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
疑
い
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
以
降
、
こ
う
し
た
展
開

を
受
け
、
旧
幕
臣
の
新
聞
界
へ
の
進
出
が
相
次
ぐ
。
か
つ
て
小
栗
忠
順
の
僚
友
で
あ
っ
た
栗
本
館
(
鋤
雲
)
は
、
地
元
資
産
家
小
西
義
敬

(
鮎
訴
…
日
)
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
招
曲
押
さ
れ
て
明
治
六
年
か
ら
同
紙
を
主
宰
、
以
降
、
福
沢
諭
吉
と
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
以
て
『
慶

応
義
塾
』
出
身
の
若
手
知
識
人
を
数
多
く
傘
下
に
加
え
、
同
紙
を
東
都
で
五
指
に
入
る
有
力
紙
た
ら
し
め
て
い
っ
た
。
又
、
栗
本
の
知
友
で

旧
幕
臣
西
村
集
太
郎
(
戦
枠
制
日
)
の
『
公
文
通
誌
』
に

一
旦
は
そ
の
主
宰
紙
へ
の
入
社
が
内
定
し
て
い
た
成
島
弘
(
柳
北
)
は
、
明
治
七
年
、
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招
か
れ
て
、
同
紙
を
『
朝
野
新
聞
』
と
改
題
、
そ
の
社
長
に
納
り
、
以
後
幾
人
か
の
言
論
人
を
呼
び
入
れ
て
こ
れ
又
東
都
の
新
聞
界
に
覇
を

競
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
両
名
の
新
聞
主
宰
に
、
福
地
源
一
郎
が
社
長
と
し
て
論
陣
を
張
っ
た
『
東
京
日
々
新
聞
』
(
明
治
七
年
以
降
〉
、
沼

間
守
一
が
社
長
と
な
り
、
島
田
三
郎
が
再
び
幹
部
と
し
て
拠
っ
た
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
(
同
一
一
一
年
以
降
〉
、
福
沢
諭
吉
が
自
ら
打
っ
て

ハ
同
一
五
年
以
降
)
等
を
併
せ
押
え
る
な
ら
、
明
治
一

0
年
代
に
か
け
て
の
中
央
有
力
紙
は
、
半
ば
旧
幕
府
関
係
者
に

出
た
『
時
事
新
報
』

よ
っ
て
制
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
本
論
冒
頭
で
告
げ
た
よ
う
に
、
「
今
ノ
新
聞
記
者
タ
ル
者
ハ
皆
政
府
ニ
不
満
ヲ

抱
ケ
ル
ノ
徒
ニ
シ
テ
皆
悉
グ
旧
幕
ノ
残
党
ナ
リ
」
と
い
う
状
況
が
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
問
。

旧
幕
臣
の
拠
る
中
央
有
力
紙
は
、
総
じ
て
啓
蒙
的
な
色
合
い
が
強
く
、
西
洋
化
の
趨
勢
の
中
で
こ
れ
を
率
先
す
る
姿
勢
を
示
し
た
が
、
昔

M

何
時
幕
府
に
集
っ
た
「
新
知
識
」
の
中
に
は
、
同
じ
姿
勢
を
以
て
教
育
界
に
乗
り
出
し
、
そ
こ
に
活
計
の
場
を
求
め
る
者
も
少
な
く
な
か
っ

以
た
。
「
文
部
省
年
報
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
七
年
段
階
で
学
生
数
が
一

O
O名
を
越
え
た
洋
学
系
の
私
塾
は
、
ほ
と
ん
ど
東
京
に
集
中
し
て
そ

神
の
数
は
八
校
、
内
四
校
ま
で
が
旧
幕
系
の
洋
学
者
の
主
宰
で
あ
り
、
い
づ
れ
も
規
模
上
位
に
属
し
て
い
た
。
中
村
正
直
は
二
校
を
主
宰
し
て

(
川
田
〉

動
一
方
の
『
同
人
社
』
に
は
生
徒
数
二
五
三
名
、
近
藤
真
琴
(
子
同
一
一
一
ー
ト
吹
か
)
は
軍
艦
操
練
所
の
訳
官
を
経
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
『
攻

派

(

郎

〕

草
玉
社
』
に
三
五
一
名
、
最
大
規
模
を
誇
っ
た
福
沢
諭
士
口
の
『
慶
応
義
塾
』
に
五
二
六
名
、
以
上
が
そ
の
内
訳
で
あ
る
。
中
村
正
直
と
近
藤
真

(
M刊
)

?
は
い
つ
れ
も
政
府
出
仕
の
身
で
あ
り
、
旧
幕
系
洋
学
者
の
私
塾
経
営
は
、
箕
作
秋
坪
の
『
一
-
一
叉
学
舎
』
や
尺
振
八
(
お
一
一
一
切
J

駄
叫
が
)
の

係
『
共
立
学
舎
』
等
、
こ
の
種
の
形
が
間
々
見
受
け
ら
れ
る
。
と
は
言
え
、
私
塾
に
活
動
と
活
計
の
場
を
併
せ
求
め
た
の
は
、
必
ず
し
も
周
知

植
の
福
沢
一
諭
吉
の
み
で
は
な
い
。
当
時
、
静
岡
に
拠
っ
た
室
賀
正
容
(
竹
堂
〉
(
粧
話
日
)
・
人
見
寧
(
駄
4
E
J
翫
一
一
三
一
)
・
江
原
素
六
(
詠
ヨ
ー

(
幻
〉

恥
翫
一
一
=
一
一
)
雄
一
足
、
『
明
治
学
校
』
・
『
静
機
会
・
『
集
成
舎
』
を
主
宰
し
て
い
づ
れ
も
同
様
の
歩
み
を
示
問
、
東
京
で
は
津
田
仙
(
定
一
立
軌
鴫
)

の
一
が
近
代
農
法
の
導
入
を
意
図
し
て
『
労
農
社
』
(
明
治
八
年
設
立
)
の
運
営
に
、
矢
野
二
郎
が
新
た
な
商
業
教
育
の
要
を
痛
感
し
て
『
東
京

糊
商
法
講
習
所
』
の
拡
充
に
(
同
九
年
以
降
)
、
各
専
心
し
て
い
た
。
人
見
は
程
な
く
地
方
官
に
転
じ
た
が
、
江
原
は
以
後
も
『
東
洋
英
和
学
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校
』
や
『
麻
布
中
学
』
の
私
学
経
営
に
当
り
、
終
始
『
労
農
社
』
を
離
れ
な
か
っ
た
津
田
や
『
講
習
所
』
の
『
東
京
高
等
商
業
学
校
』
へ
の

発
展
と
共
に
あ
っ
た
矢
野
と
同
様
、
そ
の
教
育
者
と
し
て
の
歩
み
を
一
貫
さ
せ
た
。

吾"'-
iililI 

旧
幕
臣
の
社
会
進
出
は
、
さ
ら
に
実
業
界
l
産
業
分
野
に
も
及
ん
で
い
た
。
新
聞
界
や
教
育
界
に
お
け
る
程
際
立
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

成
功
者
は
官
界
離
脱
の
グ
ル
ー
プ
に
片
寄
り
が
ち
で
あ
る
が
、
在
野
の
動
き
と
し
て
或
る
程
度
の
注
目
に
値
す
る
。
関
連
会
社
五

O
Oを
越

え
る
一
大
財
閥
を
築
き
上
げ
た
渋
沢
栄
一
、
そ
の
従
弟
で
米
や
生
糸
の
売
買
で
富
を
な
し
た
渋
沢
喜
作
、
三
井
物
産
や
東
京
海
上
の
草
創
期

に
活
躍
し
た
益
田
孝
・
克
徳
兄
弟
、
大
阪
で
巨
富
を
得
て
商
法
会
議
所
副
会
長
と
な
っ
た
中
野
梧
一
、
資
生
堂
を
創
立
発
展
さ
せ
た
福
原
有

(

川

)

信
(
干
柏
4
1
翫
一
一
一
羽
)
等
民
業
の
第
一
線
で
成
功
し
た
旧
幕
府
関
係
者
は
、
総
じ
て
逸
速
い
官
界
出
入
を
経
て
い
る
。
だ
が
、
例
え
ば
、
福
井

光
利
(
組
枠
制
日
)
は
、
幕
府
海
軍
の
僚
友
が
そ
の
ま
ム
新
政
府
海
軍
へ
と
横
す
べ
り
す
る
中
、
独
り
意
地
を
通
し
て
「
平
時
の
商
戦
」
に
進
路

を
見
出
し
、
そ
の
後
半
生
を
一
商
船
の
船
長
で
終
始
し
切
結
果
は
多
く
地
味
で
あ
れ
、
こ
の
種
の
民
業
進
出
も
又
看
過
し
難
く
、
他
に
は

ロ
シ
ア
留
学
中
の
研
究
を
活
か
し
て
薬
舗
を
聞
い
た
山
内
作
左
衛
門
、
『
秀
英
舎
』
を
設
立
し
て
最
初
の
活
版
印
刷
に
取
り
組
ん
だ
佐
久
間

貞
一
等
の
事
例
を
、
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

在
野
の
歩
み
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
な
ら
、
宗
教
界
へ
の
進
出
も
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
「
精
神
的
革
命
は
時
代
の
陰
よ
り
出
ず
」
と

(
開
山
)

は
、
山
路
愛
山
が
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
者
に
「
戦
敗
者
」
の
系
譜
を
見
出
し
て
の
言
で
あ
る
。
先
の
江
原
素
六
を
は
じ
め
、
旧
幕
時
代
の
武

闘
派
今
井
信
郎
(
ト
均
一
一
一
ー
か
Jr一
机
)
・
結
城
鉱
山
三
一
一
(
佐
伯
千
駄
目
E
)
ら
の
受
洗
に
つ
な
が
っ
た
静
岡
に
お
け
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
伸
長
、

ハ
川
〉

そ
の
他
木
村
熊
二
(
籍
制
日
)
・
植
村
正
久
(
十
吟
臥
l
翫
一
一
一
阻
)
ら
「
戦
後
」
世
代
の
入
信
と
伝
道
等
々
。
在
野
の
歩
み
は
、
退
隠
の
余
生
を
伴

い
つ
L
多
く
時
代
と
の
共
生
に
進
ん
で
斯
く
宗
教
の
領
域
に
ま
で
及
び
、
そ
の
分
岐
の
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

旧
幕
臣
在
野
の
多
様
な
歩
み
は
、
官
界
離
脱
の
同
行
者
を
加
え
て
そ
の
厚
み
を
増
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
民
間
勢
力
の
形
成
に
つ
な
が

っ
て
い
た
。
或
は
、
こ
こ
で
〈
民
間
勢
力
〉
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
適
切
を
欠
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
〈
官
〉
に
対
す
る
〈
民
間
〉
で
あ
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り
、
こ
う
し
た
対
の
言
葉
に
八
勢
力
〉
を
か
ぶ
せ
る
な
ら
、
彼
ら
に
権
力
に
対
す
る
何
ら
か
の
政
治
的
対
抗
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
確
か
に
、
新
聞
界
に
流
れ
た
部
分
に
は
「
政
府
ニ
不
満
ヲ
抱
ケ
ル
ノ
徒
」
が
多
く
、
民
権
運
動
と
の
係
り
も
深
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
部
分
で
す
ら
立
場
は
様
々
で
あ
り
、
福
地
源
一
郎
が
「
太
政
官
御
用
」
の
看
板
を
掲
げ
、
福
沢
諭
士
口
が
「
官
民
調
和
」
を
主
旨
と
し
た
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
在
野
の
旧
幕
臣
に
政
府
に
対
す
る
対
抗
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
を
第
一
義
に
強
調
す
る
こ
と

も
実
態
に
即
さ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
〈
民
間
勢
力
〉
と
言
う
場
合
、
そ
の
意
味
は
通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
八
民
間

に
あ
っ
て
自
足
し
連
携
す
る
階
層
〉
が
含
意
で
あ
る
。
在
野
の
旧
幕
臣
は
、
全
体
と
し
て
士
族
か
ら
そ
う
し
た
階
層
へ
と
脱
皮
し
て
い
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(6) 

秩
禄
を
離
れ
「
文
明
の
新
工
風
」
に
通
じ
る
能
力
を
以
て
変
転
極
り
な
い
時
勢
を
乗
り
切
っ
て
い
っ
た
在
野
の
旧
幕
臣
は
、

時
に
投
機

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

的
・
刺
那
的
な
流
民
気
分
を
露
呈
さ
せ
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
次
第
に
「
一
身
独
立
」
の
生
活
感
覚
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
生
活
感
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
各
領
域
で
の
成
功
は
、

「
官
尊
民
卑
」
の
気
風
が
根
強
く
残
る
中
、
多
少
の
ア
ン
ピ
バ
レ
ン
ト

を
伴
い
つ
与
な
お
自
己
の
地
位
と
現
状
に
対
す
る
そ
れ
な
り
の
充
足
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
議
論
に
間
々
見
受
け
ら
れ
る
士
族
批

判
や
同
一
社
会
領
域
の
後
進
に
対
す
る
優
越
の
気
分
は
、
こ
う
し
た
内
的
展
開
と
背
中
合
せ
の
事
象
で
あ
る
o

論
証
は
思
想
を
取
り
扱
か
う

次
節
に
譲
る
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
動
き
を
補
足
す
れ
ば
、
彼
ら
は
民
間
に
あ
っ
て
自
足
の
傾
向
を
示
し
つ
L
、
同
時
に
相
互
の
提
携
、
問

題
に
応
じ
た
随
時
の
協
力
に
向
か
っ
て
い
た
o

官
界
参
入
の
旧
幕
臣
に
対
抗
派
閥
の
形
成
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
在
野
の
旧
幕
臣
に
も
利
益
協

力
関
係
が
生
れ
て
い
た
o

例
え
ば
、
佐
久
間
貞
一
の
『
秀
英
舎
』
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
、
中
村
正
直
『
西
国
立
志
篇
』
改
訂
版
の
印
刷
装

植
を
引
き
受
け
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
増
資
に
あ
た
っ
て
は
沼
間
守
一
・
島
田
三
郎
・
田
口
卯
吉
ら
の
言
論
人
が
出
資
者
と
し
て
名
を
連
ね

(

問

)

て
い
た
。
だ
が
、
郷
党
的
縁
故
に
よ
る
持
ち
つ
持
た
れ
つ
が
、
そ
の
相
互
提
携
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
地
域
や
福
祉
の
充
実
を

目
指
す
自
発
的
な
活
動
が
、
互
い
の
協
力
に
支
え
ら
れ
る
形
で
行
な
わ
れ
て
も
い
た
o

昔
時
幕
府
の
奥
詰
医
師
に
ま
で
昇
っ
た
高
松
凌
雲

北法32(3・25)649 



説

(
ト
凶
ト
一
一
的

1
4
「
，
副
長
)
は
、
維
新
後
民
間
治
療
に
徹
し
て
貧
民
救
済
の
為
の
『
同
愛
社
』
を
設
立
す
る
な
ど
し
た
が
、
同
社
の
賛
助
社
員
に
は
、

榎
本
武
揚
・
勝
海
舟
の
大
立
物
の
他
、
福
地
源
一
郎
・
江
原
素
六
・
矢
野
二
郎
・
渋
沢
栄
一
・
益
田
孝
等
が
加
わ
り
、
そ
の
運
営
に
協
力
し

(

間

)

て
い
た
。
又
、
栗
本
鋤
雲
の
『
聴
音
器
を
試
み
る
の
記
』
で
は
、
東
京
本
所
在
住
の
旧
幕
臣
が
区
内
の
「
唖
者
」
救
済
に
動
き
廻
る
姿
が
さ

り
気
な
い
筆
致
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

5命

在
野
旧
幕
臣
に
お
け
る
自
足
と
提
携
は
、
少
数
の
例
外
を
除
き
、
必
ず
し
も
〈
官
〉
に
対
す
る
〈
民
間
〉
の
価
値
づ
け
を
伴
っ
て
い
た
訳

で
は
な
い
。
多
く
は
或
る
程
度
の
成
功
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
に
裏
打
ち
き
れ
る
限
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
家
を
興
す
こ
と

も
亦
甚
だ
難
か
ら
ず
」
と
は
言
え
「
家
を
亡
ぼ
す
こ
と
も
甚
だ
容
易
」
で
あ
っ
た
「
時
節
」
の
中
で
は
、
そ
の
成
功
は
し
ば
し
ば
失
敗
と
背

中
合
せ
で
あ
る
。
失
意
が
訪
れ
た
時
、
か
く
し
て
そ
の
充
足
は
消
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
〈
官
〉
へ
の
傾
斜
が
顔
を
覗
か
せ
る
こ
と
に
も
な

る
o

山
内
作
左
衛
門
は
、
一
時
隆
盛
を
極
め
た
薬
舗
が
左
前
に
な
っ
た
晩
年
、
こ
れ
迄
の
越
し
方
へ
の
愚
痴
が
多
く
、
工
部
大
学
卒
業
の
長

(
同
)

男
の
官
界
で
の
立
身
に
そ
の
望
み
を
つ
な
い
だ
風
で
あ
っ
た
。
官
界
参
入
の
旧
幕
臣
に
そ
こ
か
ら
の
離
脱
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
在
野
の
者
に

も
官
界
へ
の
傾
斜
は
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

社
会
の
状
況
は
、
明
治
二

O
年
前
後
を
境
と
し
て
様
変
り
す
る
。
旧
幕
臣
に
在
野
の
多
様
な
歩
み
を
許
し
た
流
動
的
世
相
は
、
は
っ
き
り

と
後
退
し
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
社
会
の
人
事
漸
く
定
ま
り
て
人
心
の
漸
く
決
着
す
る
」
、
見
方
を
換
れ
ば
「
誠
に
窮
窟
な
る
世
の
中
」

(
福
沢
諭
士
口
)
が
訪
ず
れ
て
い
た
。
そ
の
「
窮
窟
」
は
、
権
力
に
よ
っ
て
一
層
の
も
の
と
な
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
民
権
運
動
の
う
ね
り
を

乗
り
切
っ
た
明
治
政
府
は
、
帝
国
憲
法
の
発
布
(
明
治
二
二
年
)
に
よ
っ
て
体
制
の
大
枠
を
仕
上
げ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
教
育
勅
語
の
垂
示

ハ
同
一
一
一
一
一
年
)
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
、
そ
の
体
制
に
見
合
う
人
間
類
型
i
「
臣
民
」
の
造
出
に
本
腰
を
入
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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権
力
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
「
窮
窟
」
は
、

旧
幕
臣
に
と
っ
て
一
様
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(6) 

「
臣
民
」
の
造
出
と
は
、
要
す

る
に
、
全
国
民
的
規
模
で
の
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
の
確
保
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
確
保
は
、
天
皇
が
「
同
仁
一
視
」
の
存
在
で
あ
る

こ
と
を
も
求
め
て
い
た
o

「
朝
敵
」
「
戦
敗
者
」
で
あ
っ
た
旧
幕
臣
の
名
誉
回
復
が
、
後
者
の
要
請
か
ら
賀
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
明
治

二
O
年
七
月
に
、
ま
ず
宮
内
省
か
ら
日
光
・
久
能
両
山
の
東
照
宮
に
一
万
五
千
円
が
下
賜
さ
れ
、
次
い
で
同
年
一

O
月
か
ら
一
一
月
に
か

け
、
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
子
が
相
次
い
で
徳
川
宗
家
当
主
家
達
の
千
駄
ヶ
谷
邸
に
「
御
幸
」
し
た
。
皇
太
子
の
「
御
幸
」
時
に
は
、
徳
川
家
の

「
譜
代
旧
臣
」
が
招
か
れ
、
そ
の
栄
誉
を
共
に
し
た
と
言
う
。
昔
時
の
「
賊
魁
」
徳
川
慶
喜
に
対
し
て
は
、
明
治
一
二
年
六
月
に
従
一
位
叙

任
、
同
コ
二
年
三
月
皇
居
参
内
の
召
命
、
同
三
五
年
六
月
分
家
及
び
公
爵
授
与
と
い
う
形
で
、
そ
の
復
権
が
は
か
ら
れ
て
い
っ
知
町

永
く
両
氏
斥
の
中
に
置
か
れ
て
き
た
旧
幕
臣
に
と
っ
て
、
こ
の
種
の
名
誉
回
復
が
喜
び
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
だ
ろ
う
。
又
、
そ
の
喜
び

が
、
一
部
を
し
て
「
皇
思
」
を
語
ら
し
め
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
。
慶
喜
叙
爵
の
報
が
伝
わ
っ
た
時
、
「
旧
幕
出
身
者
の
聞
に
は
、

歓
喜
の
情
を
以
て
充
さ
れ
、
相
逢
ふ
ご
と
に
先
つ
出
る
詞
は
、
此
御
慶
事
に
就
て
の
噂
の
み
〕
で
あ
っ
た
と
言
う
。
又
、
そ
の
叙
爵
を
祝
し

て
の
集
会
で
は
、
島
田
三
郎
が
、
「
今
回
公
が
家
達
公
の
公
爵
家
と
別
籍
し
て
公
爵
を
授
け
ら
れ
た
る
こ
と
は
、
他
に
類
例
な
き
事
ど
も
な

り
。
憶
ふ
に
聖
上
陛
下
、
三
十
五
年
前
の
公
の
旧
勲
を
思
召
、
此
殊
恩
を
与
へ
給
ひ
た
る
な
る
べ
し
」
と
口
上
を
述
べ
て
い
た
。
だ
が
、
名

し
か
し
、

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

誉
回
復
の
喜
び
は
、
必
ず
し
も
そ
の
復
権
を
充
分
と
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
。
又
、

「
皇
恩
」
が
語
ら
れ
た
に
し
ろ
、
そ
の
言
を

「
聖
上
陛
下
」
の
背
後
に
潜
む
為
政
者
の
姿
が
見
落
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

旧
幕
臣
「
戦
後
」
世
代
の
戸
川
残
花
(
十
A
h
-
-
翫
一
吉
)
は
、
慶
喜
叙
爵
に
数
年
遡
っ
て
「
贈
位
贈
官
弁
」
と
題
す
る
小
論
を

著
し
、
そ
こ
で
天
皇
の
名
を
以
て
す
る
国
家
功
労
者
の
死
後
顕
彰
に
つ
き
、
多
く
の
幕
府
有
司
が
対
象
と
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
な
が

ら
、
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
種
の
顕
彰
が
「
政
治
家
の
一
種
の
方
略
た
る
に
過
ぎ
」
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
(
強
調
し
て
い
サ

「
同
仁
一
視
の
昭
代
L

を
単
純
に
謡
歌
す
る
に
は
、
旧
幕
臣
は
余
り
に
も
過
去
の
無
念
が
大
き
く
、

額
面
通
り
の
も
の
と
見
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
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る
。
例
え
ば
、

上
か
ら
の
名
誉
回
復
に
接
し
た
時
、



説

又
余
り
に
も
八
勝
て
ば
官
軍
〉
の
現
実
を
知
り
す
ぎ
て
い
た
と
言
え
よ
う
ひ
彼
ら
の
一
部
が
昔
時
の
事
蹟
の
伝
達
に
乗
り
出
し
、
尊
皇
論
議

を
離
れ
て
多
く
を
語
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
在
り
様
と
深
く
関
係
し
て
い
る
o

旧
幕
臣
や
佐
幕
藩
出
身
者
が
、
明
治
二

O
年
前
後
か
ら
相

論

次
い
で
幕
末
維
新
の
回
顧
や
歴
史
解
釈
を
発
表
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
著
者
・
作
品
名
共
々
木
論
冒
頭
で
既
に
こ
れ
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
一

連
の
著
作
は
、
明
治
政
府
や
そ
れ
に
近
い
側
か
ら
す
る
歴
史
編
劇
へ
の
二
重
の
抵
抗
で
あ
っ
た
。

一
つ
に
は
、
自
ら
の
事
蹟
が
抹
殺
さ
れ
か

ね
な
い
こ
と
に
対
す
る
。
二
つ
に
は
王
政
復
古
|
尊
皇
論
を
限
自
に
据
え
た
〈
官
賊
〉
の
筆
法
に
対
す
る
o

佐
幕
派
尊
皇
論
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
論
述
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
川
w

山
川
浩
『
京
都
守
護
職
始
末
』
は
そ
う
し
た
色
合
い
が
強
く
、
渋
沢
栄
一
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
も
或
る

程
度
の
傾
斜
を
覗
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
〈
官
賊
〉
の
筆
法
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
〈
賊
〉
に
非
.
さ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

福
地
源
一
郎
『
幕
府
衰
亡
論
』
・
田
辺
太
一
『
幕
末
外
交
談
』
等
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
大
方
は
、
過
去
の
意
味
づ
け
を
国
家
の
独
立
や
統
一

或
は
西
洋
化
に
求
め
、
尊
皐
論
を
離
れ
て
「
窪
慨
す
る
の
傾
向
な
し
一
出
し
な
い
自
ら
の
事
蹟
を
伝
達
し
よ
う
と
し
た
。

「
明
治
維
新
の
偉
業
を
叙
述
す
る
を
主
と
し
、
幕
府
の
こ
と
は
こ
れ
を
客
位
に
置
き
、
否
々
む
し
ろ
こ
れ
を
敵
位
に
置
て
筆
を
下
ぜ
る
」

(
福
地
源
一
陥

γ権
力
と
そ
の
近
く
か
ら
す
る
歴
史
編
纂
は
、
尊
皇
の
如
何
に
よ
る
過
去
の
裁
断
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
o

そ
れ
は
、
そ

う
し
た
裁
断
を
通
じ
て
の
現
時
に
到
る
天
皇
と
の
距
離
的
遠
近
の
設
定
で
も
あ
っ
た
。
「
朝
敵
」
の
名
誉
回
復
に
手
を
染
め
、
そ
れ
に
よ
っ

て
天
皇
を
「
一
視
同
仁
」
の
存
在
と
し
て
演
出
し
た
と
す
る
な
ら
、
行
き
方
は
あ
た
か
も
対
極
的
で
あ
る
。
だ
が
、
「
一
視
同
仁
」
の
演
出

と
距
離
的
遠
近
の
設
定
と
は
、
政
府
の
立
場
に
お
い
て
少
し
も
矛
盾
し
な
い
。
前
者
が
「
臣
民
」
化
を
は
か
る
一
手
段
で
あ
る
な
ら
、
後
者

「
尊
皇
」
篤
き
故
に
天
皇
の
側
近
く
と
い
う
構
図
を
明
ら
か
に
し
て
一
方
に
お
い
て
「
王
政
復
古
」
に
始
る
現
体
制
を
正
当
化
し
、
他

み
品
、

方
、
造
出
さ
れ
た
「
臣
民
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
う
し
た
権
力
に
自
ず
と
帰
向
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
か
ら
す
る
歴
史
編
纂
へ
の
旧

幕
臣
の
抵
抗
は
、
従
っ
て
過
去
に
の
み
係
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
時
に
お
け
る
隠
さ
れ
た
、
し
か
し
ヴ
ィ
ヴ
ィ
y

ト
な
抵
抗
で
も

あ
っ
た
。
旧
幕
臣
は
、
上
か
ら
の
名
誉
回
復
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
が
「
一
視
同
仁
」
の
演
出
に
は
踊
り
か
ね
て
い
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と
ど
の
つ
ま
り
は
、
尊
皇
論
を
離
れ
て
自
ら
の
事
蹟
を
世
に
聞
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
を
頂
点
と
す
る
価
値
的
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ

l
に
組
み
込
ま
れ
る
の
を
拒
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

た
。
そ
し
て
、

旧
幕
臣
の
一
部
が
、
必
ず
し
も
官
民
の
別
を
間
わ
ず
、
過
去
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
行
な
っ
た
抵
抗
は
、

し
か
し
最
後
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

「
旧
幕
臣
タ
リ
シ
モ
ノ
L

子
孫
」
が
集
っ
て
『
同
方
会
』
を
組
織
し
、
大
正
・
昭
和
へ
と
延
々
「
智
徳
ヲ
研
磨
シ
友
誼
ノ
親
密
ヲ
郡
山
っ
て

い
っ
た
け
れ
ど
、
幕
末
以
来
の
変
動
を
生
き
た
者
達
は
、
「
人
心
漸
く
決
着
」
す
る
歴
史
サ
イ
ク
ル
の
完
了
に
合
せ
、
相
次
ぎ
世
を
去
っ
て

い
っ
た
。
過
去
を
知
り
今
を
相
対
化
し
得
た
者
の
退
場
で
あ
る
。
歴
史
は
、
明
治
国
家
が
所
与
で
あ
る
者
達
に
委
ね
ら
れ
、
こ
う
し
て
一
世

紀
前
の
「
戦
後
」
は
終
っ
た
。

(6) 維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

(

1

)

こ
の
間
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
原
口
清
『
明
治
前
期
地
方
政
治
史
』
上
巻
四
一

t
一
一
一
一
一
二
頁
が
詳
細
で
あ
る
。
他
に
三
枝
康
高
『
静
岡
藩
始
末
』

九一

J
一
六
三
頁
、
石
井
孝
『
維
新
の
内
乱
』
五
五
J
一
O
四
頁
参
照
。

(
2
〉
本
稿
〈
は
じ
め
に
〉
の
注
(
日
)
(
臼
)
(
臼
〉
を
参
照
。

(

3

U

『
続
実
紀
』
第
五
巻
二
ハ
三
七
頁
、
一
六
四
四
頁
、
二
ハ
四
八
頁
0

0

〈

4
〉
「
逸
事
史
補
」
『
旧
首
都
府
』
第
三
巻
第
三
号
一
五
頁
。

(
5
〉
大
政
奉
還
の
報
が
伝
わ
る
中
、
江
戸
で
は
「
当
今
之
形
勢
に
付
て
は
御
兵
威
相
輝
候
儀
第
一
に
候
」
(
「
銃
隊
編
成
令
」
『
続
実
紀
』
第
五
巻
一
五
一
一

九
頁
〉
と
い
う
気
分
が
強
ま
り
、
そ
の
軍
事
組
織
は
、
「
町
市
に
は
市
兵
を
募
り
、
近
郊
に
は
農
兵
を
募
」
(
勝
海
舟
「
日
記
」
『
全
集
』
第
一
九
巻
一
-
一

頁
)
っ
て
「
兵
隊
総
長
お
よ
そ
八
千
名
に
下
ら
ず
」
(
同
「
断
腸
の
記
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
三

O
七
頁
)
、
一
種
の
水
ぶ
く
れ
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
態
か
ら
す
る
「
食
住
便
な
ら
ず
、
俸
金
充
分
な
ら
ざ
る
を
憤
」
つ
て
の
脱
走
行
は
、
鳥
羽
・
伏
見
で
の
敗
走
か
ら
程
な
く
始
ま
っ
て
お
り
、

一
ヶ
月
を
出
な
い
内
に
そ
の
数
は
「
凡
そ
千
人
に
近
し
」
(
同
「
日
記
」
前
掲
書
一
一
一
頁
)
で
あ
っ
た
と
言
う
。
抗
戦
派
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
う
し
た
動

き
を
「
奇
貨
」
(
同
「
断
腸
の
記
」
前
掲
書
三

O
七
頁
)
と
し
、
そ
の
一
部
を
自
ら
の
側
に
引
き
込
む
形
で
脱
走
し
て
い
っ
た
。
勝
海
市
対
の
了
解
の
下
に

戦
闘
行
動
に
向
っ
た
者
達
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
抗
戦
脱
走
の
動
き
を
追
え
ば
、
以
下
の
如
く
概
括
し
得
ょ
う
。
江
戸
開
城
に
到
る
ま
で
、
新
撰
組
・
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説

撤
兵
隊
・
伝
習
隊
有
志
の
『
甲
陽
銀
撫
隊
』
「
二
百
人
ば
か
り
」
(
『
旧
幕
新
撰
組
の
結
城
無
二
一
二
』
七
六
頁
)
、
歩
兵
頭
古
屋
智
珍
を
総
督
に
脱
走
雇
丘
〈

を
主
力
と
す
る
『
街
鋒
隊
』
「
総
勢
八
百
五
十
人
」
(
今
井
信
郎
「
北
国
戦
争
概
略
衝
鉾
隊
之
記
」
今
井
幸
彦
『
幕
臣
今
井
信
郎
の
生
涯
坂
本
龍
馬
を

斬
っ
た
男
』
〔
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
四
六
年
〕
七

O
頁
)
、
福
田
道
直
に
率
い
ら
れ
た
旧
御
持
小
筒
組
|
撤
兵
隊
「
約
二
千
名
」
(
江
原
先
生
伝
記
編

纂
委
員
『
江
原
索
六
先
生
伝
』
〔
三
圭
社
、
大
正
二
一
年
〕
一

O
五
頁
)
、
幕
府
最
精
鋭
の
伝
習
歩
兵
を
主
力
に
旧
歩
兵
奉
行
大
鳥
圭
一
介
を
戴
く
部
隊

「
二
千
人
余
」
(
大
鳥
圭
介
「
南
桐
紀
行
」
『
旧
幕
府
』
第
一
巻
第
一
号
一
二
頁
)
。
徳
川
家
処
分
が
決
定
さ
れ
た
後
で
は
、
以
上
の
脱
走
兵
の
一
部
が

幕
府
海
軍
に
合
流
し
て
の
所
-
謂
榎
本
艦
隊
八
隻
「
二
千
余
人
」
(
加
茂
儀
一
『
榎
本
武
揚
』
三
二
頁
)
。
な
お
、
こ
の
間
に
幾
人
か
で
徒
党
を
組
ん
だ

小
規
模
な
脱
走
行
動
も
続
い
て
い
た
。

(

6

)

「
日
記
」
前
掲
脅
六
七
頁
。

ハ
7
〉
原
口
清
、
前
掲
書
一
六
二

t
一
七
九
頁
を
参
照
。

(

8

)

勝
海
舟
「
日
記
」
前
掲
書
八
六
頁
。

(

9

)

同
前
九
四
頁
。

(
仙
川
)
勝
海
舟
「
海
舟
秘
記
」
『
全
集
』
一
二
巻
五
二
九
J
五
三
四
頁
、
五
三
七
J
五
四
ニ
頁
。

(
日
)
(
臼
)
(
臼
)
原
口
清
、
前
掲
書
一
七
一
頁
。
一
七
二

i
一
七
三
頁
。
一
七
九
頁
。

(

H

)

彼
ら
は
逸
速
く
家
禄
を
返
上
し
た
者
達
で
あ
る
。
返
上
後
の
様
子
と
結
末
に
つ
い
て
は
、
『
武
江
年
表
』
が
帰
商
者
に
つ
き
以
下
の
如
く
記
し
て
い

る。
「
同
月
(
明
治
一
克
年
七
月
)
の
頃
よ
り
、
下
谷
御
徒
士
町
、
本
所
深
川
、
番
町
の
辺
其
の
外
に
、
小
身
の
武
士
家
禄
奉
還
の
儀
、
又
は
元
御
用
達
町

人
等
、
商
売
を
始
む
。
骨
董
屋
分
け
て
多
し
。
或
は
貸
食
屋
、
酒
煙
、
茶
広
、
汁
粉
、
蕎
麦
、
俳
、
漬
物
、
紙
類
、
煙
草
、
蝋
燭
、
乾
魚
、
其
余
色
々

の
物
を
筈
ふ
人
多
し
。
:
:
:
し
か
れ
ど
も
、
多
く
は
商
貿
の
道
に
疎
き
輩
な
れ
ば
、
扇
余
を
以
て
活
計
と
す
る
に
足
ら
ず
、
間
も
な
く
閉
庖
の
人
多
か

り
し
」
(
『
増
訂
武
江
年
表
2
』
〔
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
昭
和
田
三
年
〕
二
二
一
官
員
三

(
日
〉
移
封
後
の
藩
政
府
は
、
無
禄
を
覚
悟
の
随
従
者
に
対
し
、
一
方
に
お
い
て
な
お
「
農
工
商
ノ
内
何
れ
ノ
業
成
共
相
営
、
活
計
ノ
見
込
之
有
る
者
は
勝

手
次
第
」
と
そ
の
暇
乞
い
を
求
め
な
が
ら
(
原
口
清
、
前
掲
害
一
七
八
頁
)
、
他
方
で
は
、
「
其
後
旧
禄
-
一
応
シ
元
高
三
千
石
以
上
一
万
石
迄
五
人
扶

持
、
千
石
以
上
四
人
扶
持
、
五
百
石
以
上
三
人
扶
持
、
百
石
以
上
二
人
扶
持
、
二
十
俵
以
上
二
人
扶
持
、
二
十
俵
以
下
一
人
半
扶
持
差
遺
」
す
措
置
を

講
じ
て
い
た
(
深
谷
博
治
『
新
訂
華
土
族
秩
禄
処
分
の
研
究
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
八
年
〕
一
八
一
一
良
U
o

後
者
の
措
置
は
、
無
禄
の
覚
悟
を
求

吾J>.

."旬
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(6) 

め
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
一
種
の
救
済
で
あ
る
が
、
「
旧
禄
」
を
考
え
れ
ば
そ
の
大
幅
な
削
減
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
一
日
う
ま
で
も
な
い
。

(
路
〉
深
谷
博
治
、
前
掲
書
一
二
七
頁
l
一一一一

O
頁
参
照
。

〈
η
)
同
前
一
五
一

l
一
六
三
頁
、
古
川
秀
造
『
改
版
全
訂
土
族
授
産
の
研
究
』
(
有
斐
閣
、
昭
和
一
七
年
)
一
ニ
七
J
四
O
頁
各
参
照
。

(
路
)
(
お
)
「
鳥
羽
・
伏
見
幕
軍
戦
死
者
記
念
碑
除
幕
式
へ
の
祭
文
」
『
回
天
艇
長
甲
賀
源
吾
伝
』
一
四
二

t
一
四
回
頁
。

(
四
)
同
好
史
談
会
『
史
話
明
治
初
年
』
(
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
四
五
年
)
四
二
頁
。

(
却
〉
明
治
四
年
、
木
村
喜
毅
は
蕃
地
を
出
て
し
ば
ら
く
ぶ
り
で
東
京
を
訪
ね
た
。
そ
の
際
、
今
は
朝
臣
と
な
っ
て
い
る
親
戚
に
し
ば
し
の
逗
留
を
求
め
た

所
、
「
何
分
旧
幕
人
を
屋
敷
に
置
き
た
り
と
あ
り
て
は
、
近
所
の
評
判
も
如
何
。
万
一
触
頭
の
耳
に
で
も
入
ら
ば
迷
惑
少
な
か
ら
ず
」
と
断
わ
ら
れ
た

と
い
う
。
「
跡
よ
り
考
え
れ
ば
主
人
の
辞
し
た
る
も
尤
の
次
第
に
し
て
、
此
時
の
人
情
治
々
と
し
て
皆
此
の
如
く
、
他
よ
り
評
す
べ
き
に
非
ざ
る
な

り
」
。
木
村
は
、
そ
の
話
に
つ
づ
け
て
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
(
「
笑
鴎
楼
筆
談
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
九
号
三
四
頁
)
。

な
お
、
朝
臣
と
な
っ
た
旧
幕
臣
に
関
し
て
補
足
す
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
一
種
の
変
節
漢
と
見
倣
さ
れ
、
「
官
軍
も
珍
重
せ
ず
、
世
間

も
悪
感
情
を
持
ち
て
物
も
売
ら
ぬ
、
当
人
も
赤
面
し
て
会
え
ば
謝
ま
る
L

〔
塚
原
渋
柿
「
明
治
元
年
」
柴
田
宵
曲
『
幕
末
の
武
家
』
〔
青
蛙
房
、
昭
和
四

O
年
〕
二
三
二
頁
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
幻
)
(
幻
〉
(
お
)
山
路
愛
山
「
命
耶
罪
耶
」
『
国
民
新
聞
』
一
五
回
八
号
(
明
治
二
八
年
三
月
三
日
)
。

ハ
幻
〉
関
口
隆
正
「
関
口
隆
士
口
伝
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
四
号
七
六
頁
。

(
担
)
「
七
月
四
日
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
五
二
二
J
五
二
三
頁
。

(
幻
)
『
川
路
聖
護
文
書
』
第
八
巻
一
四

O
頁。

(
部
)
「
懐
往
事
談
」
『
福
地
桜
痴
集
』
一
一
一
一
一
四
頁
。

(
却
)
『
明
治
文
学
全
集
四
成
島
柳
北
服
部
撫
松
栗
本
鋤
雲
集
』
(
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
四
年
)
一
一
一
二
頁
。

(
却
)
同
前
一
七

O
頁。

(
出
)
『
史
話
明
治
初
年
』
三
五

O
頁
、
コ
一
八
九
頁
。

(
沼
)
「
士
族
授
産
貸
付
表
」
吉
川
秀
造
、
前
掲
室
田
五
五
八

i
五
五
九
真
。

(
幻
〉
(
剖
U

士
口
川
秀
造
、
前
掲
書
二
二
九
頁
、
二
三
八
頁
。
一
二
校
康
高
、
前
掲
書
一
一
一
一
一
J
二
三
二
頁
。

〈
お
〉
吉
川
秀
造
、
前
掲
書
八
六
J
八
七
頁
。
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説

(
川
崎
)
『
全
集
』
第
一
九
巻
二

O
二
頁
、
ニ

O
八
頁
。

ハ
釘
)
『
全
集
』
第
二

O
巻
四

O
頁
、
五
二
頁
。

(
泊
)
(
拘
〉
『
全
集
』
第
一
二
巻
九
六
頁
。
一
五
七
頁
。

(
ぬ
)
東
北
・
関
東
を
中
心
と
す
る
佐
幕
藩
の
戊
辰
時
の
抵
抗
に
つ
い
て
は
、
犬
山
柏
『
戊
辰
戦
争
史
』
上
下
巻
(
時
事
通
信
社
、
昭
和
四
三
年
〉
の
詳
細

な
論
述
が
あ
り
、
要
領
を
得
た
概
観
を
行
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
石
井
孝
、
前
掲
書
・
佐
々
木
克
『
戊
辰
戦
争
』
(
中
央
公
論
社
中
公
新
書
、
昭
和
五

二
年

γ
山
田
野
理
夫
『
東
北
戦
争
』
(
教
育
社
歴
史
新
書
、
昭
和
五
三
年
)
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
佐
幕
派
諸
溶
が
強
い
ら
れ
た
藩
地
没
収
処

分
を
紹
介
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

論

没収高30%を越える諸藩

盛 棚 桑 一 仙
備松中
長 会 請 藩|

岡 倉 名 本 i口s、 岡 津 地 l
松 西

南 阿 松 丹
伊 山 牧 松

会|
部 部 平 羽 達 板倉家 野

平 林

家 家 家 家 家 家 家 家 名|

一

一一 一 -ノL、A 一
O O O 五 七 一

四
石」ノ

収
高

一 大
七 四 五 五 五 一 五 O O 凡. r、

九七

没収率

/没『、 | 

f，司E 

四 四 五 五 -ノL、a 」ノ、a /¥ 
七九五 O 五 O ーノ、 O 七 -ノL、 !日

、高% J 

そ
の
他
、
庄
内
酒
井
家
(
二
九
%
減
)
・
米
沢
上
杉
家
(
一
一
一
一
%
減
)
等
が
、
罰
典
対
象
の
藩
と
し
て
続
く
。

(
M
U
)

さ
し
あ
た
り
『
会
津
若
松
史
』
(
会
津
若
松
市
、
昭
和
四
二
年
〉
第
五
巻
を
参
照
。
又
、
書
誌
的
に
は
会
津
若
松
市
立
会
津
図
書
館
『
会
津
図
書
館
郷

土
資
料
目
録
』
歴
史
目
録
参
照
。
山
川
浩
・
建
次
郎
兄
弟
や
広
沢
安
任
等
、
戊
辰
時
の
関
係
者
ら
に
よ
っ
て
戦
死
者
名
簿
・
伝
記
・
回
顧
等
が
記
さ
れ
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て
お
り
、
昭
和
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
特
に
白
虎
隊
を
中
心
と
し
た
出
版
物
が
数
多
い
。

ハm
M

〉
石
光
真
人
『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』
(
中
央
公
論
社
中
公
新
書
、
昭
和
四
六
年
)
一

O
四
頁
。
柴
五
郎
は
、
会
津
藩
の
解
体
を
次
の
よ
う
に
-
記
し
て
い
る
。

「
藩
主
(
松
平
容
大
)
赦
免
せ
ら
れ
陸
奥
に
=
一
万
石
を
賜
り
、
よ
う
や
く
落
存
続
の
望
み
を
達
せ
る
も
、
四
千
戸
の
藩
士
を
養
う
は
関
難
な
る
こ
と

あ
き
ら
か
な
れ
ば
、
藩
土
そ
の
ゆ
く
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
由
と
す
。
け
っ
き
ょ
く
会
津
に
帰
る
も
の
二
百
十
戸
、
農
商
に
帰
す
る
も
の
五
百
戸
、

江
戸
そ
の
他
に
分
散
す
る
も
の
三
百
戸
、
北
海
道
に
赴
け
る
も
の
二
百
戸
、
陸
奥
の
新
領
地
に
移
封
す
る
も
の
二
千
八
百
戸
と
な
れ
り
」
(
同
前
五

八
頁
可
横
浜
の
武
器
商
ス
ネ
ル
(
開
ι司
同
三

ω
E
5
に
率
ら
れ
た
六
十
余
名
の
ア
メ
リ
カ
移
住
者
ハ
『
井
深
梶
之
助
と
そ
の
時
代
』
〔
明
治
学
院
、
昭

和
四
四
年
〕
第
一
巻
一
六
六
l
一
七
二
一
良
)
を
こ
れ
に
加
え
て
見
れ
ば
、
そ
の
一
一
層
の
分
裂
が
分
か
ろ
う
。

ハ
必
〉
深
谷
博
治
、
前
掲
室
田
一
七
一
一
一

l
一
八

O
頁
、
一
八
七
J
一
八
八
頁
、
一
九
四
J
一
九
五
頁
、
一
九
六

l
一
九
八
頁
参
照
。

ハ
川
む
後
藤
靖
『
士
族
反
乱
の
研
究
』
ハ
青
木
喜
底
、
昭
和
四
二
年
〉
四
九

t
五
三
頁
参
照
。

(
必
)
『
官
員
全
書
』
は
、
明
治
五
年
五
月
九
日
改
。
地
方
官
関
係
は
、
県
に
よ
っ
て
の
重
複
や
逸
脱
が
目
立
つ
。
逸
脱
分
は
、
石
塚
欲
道
「
府
県
宮
員
本

籍
別
内
訳
表
(
明
治
一
一
年
〉
」
『
日
本
資
本
主
義
成
立
史
研
究
』
七
四

i
七
五
頁
、
升
味
準
之
輔
「
府
県
官
員
本
籍
地
別
(
明
治
七
年
)
」
『
日
本
政
党

史
論
』
第
一
巻
一

O
九

t
一一

O
頁
等
を
掛
酌
し
た
。

〈
必
〉
石
塚
民
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
一
年
段
階
で
地
元
在
籍
者
の
全
国
平
均
は
四
割
前
後
、
こ
れ
に
対
し
て
山
口
・
鹿
児
島
は
七

t
八
割
安
-
占
め
、

行
論
に
後
述
す
る
静
岡
も
同
様
の
比
率
を
示
し
て
い
た
(
前
掲
書
七
三

t
七
四
頁
)
。

(
川
削
)
注
公
ち
を
参
照
。

(
同
叩
)
斗
南
審
は
、
明
治
四
年
七
月
一
四
日
の
廃
藩
時
に
斗
南
県
と
さ
れ
た
が
、
ほ
H
A

二
ヶ
月
を
経
て
弘
前
県
l
青
森
県
に
統
合
さ
れ
た
。

(
品
切
)
注
(
州
制
)
に
列
記
し
た
旧
佐
幕
藩
地
は
、
羽
前
酒
回
目
用
(
庄
内
)
を
例
外
と
し
て
、
ほ
父
他
県
人
混
入
の
官
吏
構
成
を
示
し
て
い
る
。
酒
田
県
の
場

合
は
、
ほ
H
A

同
県
人
支
配
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
戊
辰
戦
争
の
折
、
追
討
軍
主
力
の
薩
摩
が
こ
れ
に
寛
大
に
接
し
た
こ
と
の
余
韻
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
(
石
井
孝
、
前
掲
書
一
九
三
J
一
九
四
頁
U
o

(
印
U

静
岡
県
の
地
元
在
籍
者
比
率
に
つ
い
て
は
、
県
単
位
の
変
遷
と
の
関
連
で
多
少
の
補
足
を
必
要
と
す
る
。
静
岡
県
は
、
明
治
四
年
七
月
の
賀
県
か
ら

一
一
一
ヶ
月
後
に
改
編
を
受
け
、
従
来
の
管
轄
地
が
幾
県
か
に
分
立
、
大
き
く
は
静
岡
県
と
旧
堀
江
県
合
併
の
浜
松
県
に
分
れ
た
。
新
静
岡
県
の
場
合
、
地

元
在
籍
者
の
官
員
比
率
は
行
論
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
が
、
浜
松
県
の
場
合
、
地
元
在
籍
者
比
率
の
低
減
は
急
激
で
あ
る
〈
原
口
靖
、
前
掲
書
二
二
五
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説

ー
ニ
二
七
頁
)
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
新
政
府
が
初
期
に
繰
り
返
し
た
府
県
単
位
の
改
編
は
、
旧
藩
勢
力
の
切
断
を
背
後
の
意
図
と
し
て
持
っ
て
い
た

よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

(
日
)
「
静
岡
の
藩
校
と
余
の
幼
少
時
代
」
一
一
一
枝
康
高
、
前
掲
書
一
八
四
頁
所
収
。

(
臼
)
大
野
虎
雄
『
沼
津
兵
学
校
と
其
人
材
』
、
一
一
一
枝
康
高
、
前
掲
書
一
七
八
J
一
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
臼
)
以
下
に
述
べ
る
新
政
府
出
仕
の
事
歴
は
、
『
明
治
史
料
顕
要
職
務
補
任
録
』
(
柏
書
房
、
昭
和
四
二
年
〉
・
「
明
治
重
職
補
任
」
『
維
新
史
附
録
』
・

『
百
官
履
歴
』
(
日
本
史
籍
協
会
、
昭
和
二

i
一
二
年
)
・
『
歴
代
顕
官
録
』
(
原
書
房
明
治
百
年
史
叢
書
、
昭
和
四
二
年
)
・
『
官
員
録
』
を
基
礎
史
料
に
、

個
々
の
伝
記
類
を
補
足
利
用
し
た
ο

利
用
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
既
出
の
も
の
は
省
略
し
て
新
規
の
人
物
に
つ
い
て
の
み
以
下
適
宣
明
示
す
る
。

(
民
〉
『
福
翁
自
伝
』
前
掲
版
二
七
七
頁
。

(
日
〉
郷
は
美
濃
の
長
百
姓
の
三
男
に
生
れ
て
ニ

O
歳
の
折
に
上
京
、
以
後
若
党
・
中
小
姓
・
寺
侍
の
震
わ
れ
稼
業
で
苦
労
を
重
ね
た
人
物
。
安
政
二
年
か

ら
幕
府
目
付
・
外
国
奉
行
の
堀
利
烈
に
拾
わ
れ
て
同
人
の
給
人
・
用
人
等
を
勤
め
、
「
戊
辰
の
瓦
解
」
間
際
に
幕
臣
と
な
っ
た
。
「
瓦
解
」
時
に
は
工
兵

差
図
役
頭
取
、
恭
順
歎
願
使
節
の
一
員
と
し
て
動
い
た
。
維
新
以
後
、
随
所
に
そ
の
名
が
表
わ
れ
る
が
、
略
歴
不
明
の
ま
L
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
「
郷
純
造
履
歴
自
記
」
郷
男
爵
記
念
会
『
男
爵
郷
誠
之
助
君
伝
』
(
昭
和
一
八
年
)
所
収
を
参
照
。

(
日
〉
本
稿
〈
は
じ
め
に
〉
の
注
ハ
臼
)
参
照
。

(
町
〉
高
橋
立
士
同
『
山
岡
鉄
舟
』
(
一
ニ
和
堂
、
大
正
五
年
)
・
沢
田
謙
『
山
岡
鉄
舟
』
ハ
ム
ハ
奥
出
版
、
昭
和
一
九
年
)
参
照
。

(
臼
)
恭
順
の
慶
喜
を
護
衛
す
べ
く
結
成
さ
れ
た
『
精
鋭
隊
』
(
『
続
実
紀
』
第
五
巻
二
ハ
八

O
頁
)
は
、
山
岡
・
関
口
を
は
じ
め
、
中
条
金
之
助
・
大
草

多
喜
次
郎
・
松
岡
万
・
石
坂
周
造
等
、
尊
援
派
残
存
分
子
を
主
要
構
成
員
と
し
て
い
た
。
石
坂
に
つ
い
て
は
『
史
談
会
速
記
録
』
一

O
一
・
一

O
一一一

号
、
松
岡
に
つ
い
て
は
北
村
柳
下
「
松
岡
万
の
こ
と
ど
も
」
『
伝
記
』
第
三
巻
第
一
二
号
各
参
照
。
大
草
に
関
し
て
は
寡
関
に
し
て
こ
れ
と
い
っ
た
記
事

を
知
ら
な
い
。
中
条
に
つ
い
て
も
ほ
X
同
様
、
『
続
実
紀
』
に
よ
っ
て
昔
時
小
納
戸
・
徒
頭
等
を
歴
任
し
た
こ
と
を
知
る
程
度
で
あ
る
。

(
印
)
前
島
密
『
鴻
爪
痕
』
「
自
叙
伝
」
六
九
頁
。

(
印
〉
加
田
哲
二
「
日
本
経
済
を
育
て
た
人
々
波
溺
の
政
商
藤
田
伝
三
郎
と
中
野
梧
ご
『
実
業
ノ
日
本
』
第
五
六
巻
第
一
八
号
〈
昭
和
一
一
一
一
年
)
を
参
照
。

(
川
町
)
平
岡
に
つ
い
て
、
そ
の
略
歴
等
は
定
か
で
な
い
。
『
続
実
紀
』
・
「
柳
営
補
任
」
等
に
よ
っ
て
、
幕
府
崩
壊
の
間
際
に
目
付
・
外
国
奉
行
・
勘
定
奉
行

を
歴
任
し
た
こ
と
を
知
る
程
度
で
あ
る
。

E命
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(
位
)
松
平
太
郎
の
略
歴
は
定
か
で
な
い
。
『
続
実
紀
』
に
よ
れ
ば
、
慶
応
三
年
に
奥
右
筆
か
ら
外
国
奉
行
支
配
組
一
践
に
転
じ
、

歩
兵
頭
を
経
て
陸
軍
奉
行
並
の
地
位
に
あ
っ
た
。

(
臼
)
「
松
岡
盤
士
口
君
小
伝
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
七
号
参
照
。

(
臼
〉
例
え
ば
、
大
久
保
利
通
は
、
明
治
二
年
一

O
月
の
同
藩
知
友
宛
に
「
一
体
政
府
之
御
模
様
は
六
月
己
来
は
し
っ
と
し
て
動
き
候
古
学
も
御
座
無
く
何
も

懸
念
之
康
之
無
く
候
へ
共
、
何
分
に
も
朝
廷
之
御
板
軸
相
居
り
候
も
一
一
一
一
一
之
強
藩
真
に
合
力
同
心
し
て
一
意
朝
廷
を
遵
奉
力
を
専
ら
に
尽
し
奉
り
候
様

御
座
無
く
候
て
は
前
途
之
事
甚
六
ケ
舗
候
処
、
唯
此
折
合
而
巳
之
事
に
御
座
候
」
(
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
一
ニ
巻
三

O
五
頁
)
と
書
き
送
っ
て
い
た
。

言
う
と
こ
ろ
の
「
折
合
」
と
は
、
勿
論
、
政
府
内
部
で
の
協
力
関
係
の
維
持
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
が
何
に
も
ま
し
て
切
実
で
あ
る
の
は
、
枢
機
の
構

成
員
が
討
幕
の
「
強
藩
」
を
後
楯
と
し
て
こ
れ
を
以
て
政
府
の
権
力
基
盤
|
「
根
軸
」
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
薩
・
長
・
土
三
藩
か
ら
兵
を
徴
集

し
て
親
丘
(
を
設
け
、
廃
藩
置
県
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
複
数
の
「
強
藩
」
に
支
え
ら
れ
た
権
力
か
ら
自
前
の
集
中
権
力
へ
と
転
ず
る
タ
1
ニ
ン
グ
・

ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

(
師
)
升
味
準
之
輔
、
前
掲
譲
二
丘
一
一
一
J
一
一
一
一
一
一
良
参
照
。

ハ
印
)
〈
明
治
四
年
一

O
月
)
『
文
書
』
第
四
巻
四

O
九
頁
。

(mU
本
稿
〈
は
じ
め
に
〉
の
注
(
日
)
参
照
。

(
伺
)
(
刊
〉
『
蘭
学
全
盛
時
代
と
蘭
屈
町
の
生
涯
』
一

O
七
J
一
一
一
官
具
、
一
七
一

J
一
七
六
頁
参
照
。

(
伺
〉
鈴
木
に
つ
い
て
は
「
鈴
木
重
嶺
翁
伝
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
三
号
参
照
。
小
俣
に
関
し
て
は
、
木
村
芥
舟
が
そ
の
「
笑
岡
崎
棲
筆
談
」
で
維
新
時
の

理
非
を
わ
き
ま
え
た
対
応
ぶ
り
を
述
べ
て
い
る
が
(
『
旧
幕
府
』
第
一
巻
第
九
号
〉
、
他
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
記
録
が
な
い
。
平
岡
に
つ
い
て
も
ほ
主
同

様
、
前
島
密
『
鴻
爪
痕
』
「
自
叙
伝
」
や
『
男
爵
郷
誠
之
助
君
伝
』
に
断
片
的
な
記
載
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
星
野
に
関
し
て
は
、
寡
聞
に
し
て
こ
の

種
の
記
事
す
ら
知
ら
な
い
。
『
続
実
紀
』
・
「
柳
営
補
任
」
等
を
当
れ
ば
、
星
野
(
録
三
郎
・
豊
後
守
、
星
野
千
之
〔
金
五

7
備
中
守
〕
と
は
別
人
〉
は

勘
定
奉
行
所
の
下
役
か
ら
始
め
て
勘
定
奉
行
並
ま
で
立
身
、
小
俣
は
寺
社
奉
行
所
調
役
・
際
物
奉
行
・
日
付
を
経
て
奈
良
奉
行
、
平
岡
は
籍
館
奉
行
所

の
下
役
か
ら
昇
っ
て
「
瓦
解
」
時
に
目
付
と
、
佐
渡
奉
行
で
「
瓦
解
」
を
迎
え
た
鈴
木
共
々
、
い
づ
れ
も
実
務
経
験
豊
か
な
能
更
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

像
さ
れ
る
。

〈

m
N
)

本
稿
〈
は
じ
め
に
〉
の
注

(
4
1

「
出
身
府
県
別
内
訳
表
L

を
参
照
。

ハm
U
)

便
宜
上
一
覧
表
を
一
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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「
戊
辰
の
瓦
解
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時
に
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説

岩 宮高 長 山 東

籍E 本
手 城知 崎 口 京
ト一一一一一

任勅

一一 一
ハ権勅任'--' 

O 九 /¥ 四 七
r、 r-.. 

Lノ ¥ノ
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O 
四
O O 九 四

-ノL、a 
ムノ、 八 五 /¥ 
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r-.. 〆戸、 f、、

r-.. 〆司、 r-.. f、、 四
四 O 4ノ、a o 

ーノ」、
、ーノ 、ノ Lノ 、日ノ 、./

一、
一一ノ4、- 九 八九 /¥ 

」ノ、ー 五 九 O 五 O 
七 七 /¥、 四 O
r、 f、、
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r、、 r、

九
四 五六

九四 九、./ /¥、 、八./1'-四ノo 、ノ 、ノ
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一 ーノ、 二ー二 外等

四 ムノ、 七 五 ムノ、 五 八 ーノ』¥ 

( 権等外〉
ーノム、 七 /¥ ーノム、A 四 O /¥ 七
f、、 f旬、

f、、 r-.. f、、 r-.. f、、
四 五 五 、七J 五、】ノ 、J 、ーノ 、J '--' 、../

、
僚

一一一一一 ムノ、 八
O /¥ 一五 /¥ O 一 八
四 O ーノ、 七 一一 一

辺日、

一 一一九、 、

四 七 七 九O 七
」ノ、ー ムノ、 /¥ /¥ 九

占ノ、 五 五 O 八

;命

「官省院使庁官員本籍別」

(明治14年12月調、総数39，615名)
(明
M

〉
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
〈
お
わ
り
に
〉
で
触
れ
る
。

(
悶
)
前
島
密
、
前
掲
書
「
自
叙
伝
」
八
七
J
八
頁
。

(
お
)
森
田
己
責
太
「
荒
井
郁
之
助
先
生
に
捧
く
明
治
二

O
年
日
本
人
の
最
初
の
皆
既
日
食
観
測
」
逢
坂
信
去
『
荒
井
郁
之
助
伝
』

〈
町
内
)
(
明
治
八
年
六
月
)
『
全
集
』
第
二

O
巻
二
一
一
良
。

(

W

)

〈
明
治
九
年
五
月
)
同
前
六
六
頁
。

(
明
日
)
(
明
治
一
四
年
四
月
)
同
前
三
五
四
頁
。

(
河
〉
『
明
治
文
化
全
集
』
(
日
本
評
論
社
、
昭
和
三
J
五
年
)
第
一
八
巻
一
四
五
J
一
四
六
頁
。

(
別
〉
同
前
二
二
六
J
一
三
七
頁
。

(
創
出
)
「
口
演
覚
書
|
|
鹿
鳴
館
時
代
に
於
る
二
十
箇
条
の
建
白
書
」
『
全
集
』
第
一
四
巻
二
五
六
J
二
五
七
頁
。

(
位
)
『
回
天
艦
長
甲
賀
源
吾
伝
』
二
八
八
J
二
八
九
頁
。

(
邸
)
以
下
の
行
論
に
一
訴
す
旧
幕
臣
の
官
界
離
脱
か
ら
在
野
蛇
立
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
多
く
個
々
の
伝
記
類
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
の
都
度
毎
の
出
典
明

ご
二
頁
。
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記
は
、
既
に
紹
介
の
分
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
省
略
す
る
。

(
制
〉
長
井
実
『
自
叙
益
田
孝
翁
伝
』
一
五
五
頁
。

〈
田
山
)
塚
原
周
三
談
話
『
鴻
爪
痕
』
「
追
懐
録
」
四
五
頁
。

(
前
)
「
貧
富
論
」
『
全
集
』
第
一
一
一
一
巻
七
七
J
七
八
頁
。

〈
釘
〉
『
史
話
明
治
初
年
』
一
二
三
具
。

(
∞
∞
)
『
福
翁
自
伝
』
前
掲
版
二
七
七
頁
。

〈
的
〉
『
名
ご
り
の
夢
』
九
四
頁
。

(
卯
)
同
前
一
七
一
一
了
、
一
七
四
頁
。

(
町
出
)
尾
佐
竹
猛
「
柳
川
春
三
」
『
伝
記
』
第
一
巻
第
二
二
号
・
第
二
巻
第
二
、
三
、
五

1
七
、
九
、
一
一
号
参
照
。

(
叩
)
辻
・
後
藤
に
つ
い
て
は
、
そ
の
略
歴
等
が
定
か
で
な
い
。
渡
辺
・
橋
瓜
に
関
し
て
は
『
沼
津
兵
学
校
と
其
人
材
』
六
八

l
六
九
頁
、
『
鞄
庵
遺
稿
』

五
八
三
頁
を
参
照
。

ハ
伺
)
明
治
前
半
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
以
上
の
記
述
は
、
鈴
木
秀
三
郎
『
本
邦
新
聞
の
起
源
』
(
京
都
ク
リ
オ
社
、
昭
和
三
六
年
〉
の
詳
細
な
研

究
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
『
明
治
文
化
全
集
』
第
一
七
巻
(
新
聞
編
)
・
春
原
昭
彦
『
日
本
新
開
通
史
』
(
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
、
昭
和
四
四

年
〉
・
杉
浦
正
『
新
聞
事
始
め
』
(
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
六
年
)
を
各
参
考
に
し
た
。

(
山
性
)
藤
原
喜
代
蔵
「
近
藤
真
琴
の
人
物
及
び
功
績
」
『
明
治
大
正
昭
和
教
育
思
想
学
説
人
物
史
』
ハ
東
亜
政
経
社
、
昭
和
一
七
J
一
九
年
〉
第
一
巻
七
九

九
I
八
O
四
頁
。

(
部
)
(
開
)
間
前
一
六
五
J
一
六
八
頁
所
収
。

(
伺
〉
藤
原
喜
代
蔵
「
尺
振
八
小
伝
」
同
前
一
五
八
頁
。

(

W

)

人
見
に
関
し
て
は
磯
野
直
諒
「
人
見
寧
君
略
伝
」
『
同
方
会
誌
』
第
五
六
号
、
江
原
に
つ
い
て
は
前
出
の
『
江
原
素
六
先
生
伝
』
を
各
参
照
。
室
賀

に
つ
い
て
は
、
勝
海
舟
の
日
記
中
に
そ
の
人
物
を
高
く
評
価
す
る
一
文
完
全
集
』
第
一
八
巻
三
四
四
貰
)
が
見
え
る
他
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
記
録
を

知
ら
な
い
。
「
続
実
紀
』
・
「
柳
営
補
任
」
等
に
よ
れ
ば
、
将
軍
家
茂
の
末
期
に
小
姓
組
番
頭
か
ら
大
目
付
に
挙
げ
ら
れ
、
以
後
、
側
衆
に
転
じ
て
慶
喜

の
側
近
く
仕
え
、
「
戊
辰
の
瓦
解
」
時
に
は
新
政
府
よ
り
詰
責
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
。

ハ
叩
〉
藤
原
喜
代
蔵
「
津
田
仙
の
人
物
及
び
功
績
」
前
掲
書
八

O
五
J
八一

O
頁
、
田
村
栄
太
郎
「
津
田
仙
」

(6) 維新の変革と幕臣の系譜:改草派勢力を中心に

『
日
本
の
技
術
者
』
等
参
照
。
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説

ハ
川
川
〉
永
井
保
・
高
居
昌
一
郎
『
福
原
有
信
伝
』
〈
資
生
撃
、
昭
和
四
一
年
〉
参
照
。

〈
則
)
「
船
長
福
井
光
利
の
経
歴
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
七
号
。

〈
問
)
「
現
代
日
本
教
会
史
論
」
『
日
本
の
名
著
必
徳
富
蘇
峰
・
山
路
愛
山
』
門
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
六
年
)
三
五

0
1三
五
三
具
。

(
山
川
)
両
名
に
関
し
て
は
、
前
出
の
『
幕
臣
今
井
信
郎
の
生
涯
坂
本
龍
馬
を
斬
っ
た
男
』
『
旧
幕
新
撰
組
の
結
城
無
一
三
一
』
を
参
照
。

ハ
山
間
)
木
村
熊
二
に
関
し
て
は
、
厳
本
善
治
『
木
村
鐙
子
小
伝
』
(
女
学
雑
誌
社
、
明
治
二

O
年
)
・
嘉
治
隆
一
「
鼎
軒
を
育
て
た
人
々
」
『
日
本
歴
史
』
一

九
四
号
等
を
参
照
。
植
村
正
久
に
つ
い
て
は
、
佐
波
亘
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
(
教
文
館
、
昭
和
一
二

t
一
六
年
)
の
詳
細
な
伝
記
研
究
が
あ
る
。

(
邸
)
『
株
式
会
社
秀
英
社
創
業
五
十
年
誌
』
(
秀
英
舎
、
昭
和
二
年
〉
一
一

J
一
二
頁
参
照
。

〈
附
)
木
本
至
『
医
の
時
代
|
|
高
松
凌
雲
の
生
涯
』
(
マ
ル
ジ
ュ
社
、
昭
和
五
五
年
ど
一
七
五

t
二
七
六
頁
、
二
九
O
J
二
九
二
頁
参
照
。
高
松
凌
雲
に
関

し
て
は
、
同
書
及
び
前
出
『
高
松
凌
雲
翁
経
歴
談
』
参
照
。

(
問
〉
『
狗
庵
遺
稿
』
四
一
一
一
一

l
四
二
七
頁
。

(
叩
帥
〉
内
藤
遂
「
幕
臣
山
内
作
左
衛
門
」
『
伝
記
』
第
四
巻
第
四
号
一
九
l
二
O
頁。

(
削
)
「
貧
富
論
」
『
全
集
』
第
一
一
一
一
巻
七
八
J
七
九
頁
。

〈
川
)
以
上
の
復
権
動
向
は
、
『
海
舟
日
記
』
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
に
よ
っ
た
。

(
山
〉
石
癒
道
人
「
同
方
会
の
催
せ
る
祝
賀
会
当
日
の
記
」
『
同
方
会
誌
』
第
二
四
号
二
四
頁
。

(
山
)
「
徳
川
慶
喜
公
」
同
前
一
一
具
。

(
出
)
戸
川
残
花
に
つ
い
て
は
、
『
幕
末
維
新
史
斜
叢
書
一

O

幕
末
小
史
』
の
朝
倉
治
彦
〈
解
説
〉
を
参
照
。
又
、
『
同
方
会
誌
』
第
四
六
・
四
七
号
に
関

係
記
事
が
あ
る
。

(
出
)
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
一

O
号
二
九
J
三
四
頁
。

(
凶
〉
明
治
二
年
、
新
政
府
は
各
警
に
「
米
艦
渡
来
以
来
、
国
事
に
勤
労
せ
し
者
」
の
氏
名
略
歴
を
提
出
せ
し
め
、
併
せ
「
君
区
名
分
の
誼
を
正
し
、
筆
夷

内
外
の
弁
を
明
に
し
、
以
て
天
下
の
綱
常
を
扶
殖
せ
よ
」
と
の
勅
を
引
き
出
し
て
幕
末
維
新
の
修
史
事
業
を
起
こ
し
て
い
た
。
太
政
官
『
復
古
記
』

ハ
明
治
九
J
二
一
一
年
、
以
上
の
記
述
は
昭
和
五
年
出
版
の
同
書
序
文
に
よ
る
)
・
『
明
治
史
要
』
(
同
九
年
)
・
宮
内
省
『
殉
難
録
稿
』
(
同
二
六
年
)
・

『
岩
倉
公
実
紀
』
(
同
三
九
年
)
は
、
そ
の
成
果
に
他
な
ら
な
い
。
「
官
賊
」
の
筆
法
を
基
本
と
し
た
こ
の
よ
う
な
権
力
の
側
か
ら
す
る
歴
史
編
纂
は
、

関
千
偲
『
尊
援
記
事
』
(
明
治
一
五
年
)
・
小
河
一
敏
『
王
政
復
古
義
挙
録
』
(
同
一
九
年
)
等
に
よ
っ
て
下
か
ら
も
支
え
ら
れ
、
そ
の
厚
み
を
増
し
つ
ム

~Â a岡
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あ
っ
た
。

(
山
川
〉
本
稿
八
は
じ
め
に
〉
の
注
〈
却
〉
参
照
。

(
川
)
(
川
)
『
幕
府
衰
亡
論
』
前
掲
版
五
頁
。

(
川
)
「
同
方
会
規
則
」
『
同
方
会
誌
』
第
一
号
一
ニ
六
頁
。

(6) 維新の変卒と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に
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under the Meiji Oligarchy Conflicting Ideas of Loyalty and its 

Settiement 

1. Many Choices of the Remnants of the Bakufu Reformists 1868-

1887 

2. Conflicting Ideas of Loyalty and its Settlement among the Rem-

nants of the Bakufu Reformists 

Conclusion 

In this article， the author treats the Bakufu reformists and the 

remnants of them in late nineteenth century and trys to analyze 

their thought and behaviour from the viewpoint of loyalty shifts. 

* Assistant， Hokkaido University of Education Kushiro Branch 
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Hokkaido L. Rev. 

After “Boshi叫inno gaka討 (thedissolution of the Bakufu i泊n1868)" 
the remnants of “Bakusl品hi凶n(οthegreat vassals of the Tokugawa Bakufu)" 

， 

were ruined in巴vi比ta油bI匂y through the punishment and the radical 

reform of the Meiji oligarchy. But the ruin was the settlement as a 

whole， not that of all. Some of them， in contrast with the whole， 

advanced to new politicaI and social fields and got consolidating their 

positions. The reform movement in the Bakufu government had 

brought the accumulation of enlightened man. This accumulation was 

linked to such advance. 

It was the most remarkable for enlightened part of the ex-

“Bakushin" to enter the government. 1n the Meiji government， they 

ranked among the new leader groups which came from “Tohakuyuhan 

(the Iarge clans of anti -Bakufu)" in number. Of course， the equality 

in number did not mean that for power. They were compelled to be 

secondary group in the government for their past. 1n this condition， 

some of them sought for another stage of activity. Members of 

“Meirokusha" who played most important part in the Meiji 
Enlightenment represented such alteration. 

Seeking for another stage was partly linked to resignation from the 

government as in the case of members of “Oumeisha" who carried 

democratic movement on their shoulders. And this resignation increased 

nonofficial group in number. Some of th巳 enlightenedex-“Bakushin" 

were keeping aloof from the Meiji government and breaking new social 

grounds from the first. 1ncluding resigning group， they got influence 

in various fields at degree. Especial1y in the press and the educational 

circles， they were predominant. 

1n the present part (II1-1)， the author describes these division of 

the ex-“Bakushin"， particularly of enlightened part of them. As the 

case may be， quoting some statistical data which were compiled by the 

Meiji government. 
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